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は
　
じ
　
め
　
に

　
漢
代
、
官
吏
に
任
用
さ
れ
る
に
は
一
定
の
財
産
を
保
有
す
る
必
要
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
欄
漢
書
撫
景
帝
紀
の
後

家
二
年
（
前
｝
四
二
）
詔
中
に
、

　
　
今
、
砦
算
十
以
上
に
し
て
乃
ち
宙
た
る
を
得
る
も
、
廉
士
は
算
必
ず
し

　
　
も
衆
か
ら
ず
。
市
籍
有
ら
ば
宙
た
る
を
得
ず
、
理
無
く
ば
又
宙
た
る
を

　
　
得
ず
、
朕
甚
だ
之
を
懲
む
。
書
算
四
に
し
て
宙
た
る
を
得
、
廉
士
を
し

　
　
て
久
し
く
失
職
せ
し
め
、
貧
央
を
し
て
利
を
長
ぜ
し
む
る
こ
と
亡
か
ら

　
　
し
め
よ
。

と
、
従
来
「
醤
算
勘
」
1
1
十
万
銭
の
財
産
が
な
け
れ
ば
官
吏
と
な
れ
な
か
っ

た
が
、
廉
潔
の
士
を
登
用
す
る
た
め
に
、
「
年
算
四
篇
時
四
万
銭
に
引
き
下

げ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
定
の
財
産
保
有
が
官
吏
と
し
て
の
地
位

を
得
、
官
吏
た
り
続
け
る
条
件
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
一
種
の
任
用
資
格

と
考
え
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
の
こ
と
を
「
財

産
資
格
扁
と
称
す
る
。

　
財
産
資
格
を
論
じ
た
先
行
研
究
で
は
、
官
吏
と
し
て
の
礼
節
に
か
な
い
、

必
要
物
品
が
自
弁
で
き
る
だ
け
の
財
産
を
要
し
、
ま
た
財
産
に
よ
り
政
治
参

加
の
資
格
の
有
無
、
官
・
民
の
別
が
決
せ
ら
れ
た
と
の
重
要
な
指
摘
が
さ
れ

て
お
り
、
財
産
資
格
は
、
染
代
富
僚
制
と
そ
の
中
に
あ
っ
た
官
吏
、
特
に
そ

の
過
半
を
占
め
た
地
方
少
量
層
を
考
察
す
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
自
弁
物
贔
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
財
産
資
格
の
存
在
を
示
す
史
料
が
あ
る
｝
方
、
地
方

少
吏
層
は
一
般
に
は
薄
給
で
貧
困
な
者
も
多
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
、
矛
盾
が

あ
る
。
さ
ら
に
は
財
塵
資
格
が
地
方
少
吏
層
に
与
え
た
影
響
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
な
お
未
解
明
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
先
行
研
究
に
つ
い
て
整
理
を
行
っ
た
後
に
、
自

弁
物
品
の
意
義
や
財
産
資
格
の
存
在
が
当
時
の
地
方
少
吏
層
に
与
え
た
影
響
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に
つ
い
て
、
考
察
を
試
み
た
い
。

財
産
資
格
の
内
容
と
任
用
資
格
の
変
遷

　
こ
こ
で
は
主
要
先
行
研
究
の
論
旨
を
概
観
し
つ
つ
、
財
産
資
格
の
内
容
と

任
用
資
格
の
変
遷
に
つ
い
て
再
確
認
す
る
。
ま
ず
、
つ
と
に
財
産
資
格
を
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

じ
ら
れ
た
永
田
英
正
氏
の
論
旨
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
ω
　
吏
の
財
産
資
格
の
思
想
的
背
景
と
し
て
、
「
衣
食
足
り
て
栄
辱
を

　
　
　
知
る
」
（
『
管
子
臨
牧
民
篇
）
の
よ
う
な
考
え
方
、
ま
た
「
擦
れ
吏
た

　
　
　
る
者
、
民
之
師
也
、
車
駕
衣
服
宜
し
く
称
う
べ
し
。
吏
六
百
石
以
上

　
　
　
は
、
皆
長
吏
也
、
度
亡
き
者
或
い
は
吏
服
せ
ず
、
閾
里
を
禺
醜
し
、

　
　
　
　
と

　
　
　
民
与
異
な
ら
ず
。
長
吏
一
一
千
石
の
車
を
し
て
朱
両
繕
と
し
、
千
石
よ

　
　
　
り
六
百
石
に
至
る
ま
で
は
朱
左
幡
と
せ
し
め
よ
。
…
…
扁
（
『
漢
書
』

　
　
　
景
帝
紀
中
元
六
年
（
前
一
四
四
）
夏
五
月
詔
）
と
、
吏
は
民
の
手
本

　
　
　
と
し
て
身
繕
い
を
す
べ
き
と
の
考
え
方
が
あ
っ
た
。
必
要
物
品
は
自

　
　
　
弁
が
求
め
ら
れ
た
。

　
　
②
　
景
帝
歯
元
二
年
詔
の
四
万
銭
の
資
格
は
長
吏
を
舛
象
と
し
、
居
延

　
　
　
漢
簡
の
事
例
か
ら
考
え
る
と
下
級
の
少
吏
の
場
合
は
吏
と
し
て
必
要

　
　
　
な
物
品
が
自
弁
出
来
れ
ば
よ
か
っ
た
。

好
並
隆
司
氏
は
、
永
田
氏
ω
の
論
点
を
継
承
七
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
付
け

②
た
。

　
　
ω
　
窟
吏
と
な
る
に
は
そ
の
者
の
行
為
が
礼
節
に
適
う
だ
け
の
財
産
を

　
　
　
保
有
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
具
体
的
金
額
は
景
帝
後
元
二
年
詔
の

　
　
　
財
産
四
万
銭
で
あ
る
。

　
　
②
　
災
害
時
の
租
税
減
免
措
置
対
象
か
ら
考
え
て
二
～
十
万
銭
の
財
産

　
　
　
保
有
層
は
庶
民
の
中
で
も
不
安
定
な
経
営
内
容
で
、
「
砦
四
」
以
下

　
　
　
は
庶
民
と
は
い
う
も
の
の
貧
困
ゆ
え
に
階
層
的
差
別
を
受
け
た
。

　
一
方
、
財
産
に
よ
る
政
治
参
加
の
資
格
、
官
民
の
別
と
い
っ
た
観
点
か
ら

官
吏
任
用
の
財
産
資
格
に
触
れ
た
の
は
、
山
田
勝
芳
・
渡
辺
信
一
郎
の
両
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
あ
る
。
渡
辺
氏
の
論
点
は
次
の
如
く
集
約
で
き
よ
う
。

　
　
出
代
農
民
は
、
貧
家
層
（
家
産
数
金
・
耕
地
数
十
畝
）
・
中
家
層
（
家

　
　
産
五
～
十
五
金
・
耕
地
一
～
数
十
・
一
～
数
人
の
奴
碑
）
・
大
家
層

　
　
（
耕
地
数
頃
～
点
火
頃
・
奴
輩
多
数
）
に
分
か
れ
、
貧
家
・
中
家
層
が
．

　
　
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
五
割
近
く
を
占
め
た
。
景
帝
後
元
二
年
詔
か
ら
み
て

　
　
中
家
層
以
上
が
官
吏
と
な
れ
、
財
産
に
よ
り
政
治
参
加
資
格
の
有
無
が

　
　
決
定
し
た
。

山
田
氏
は
、
春
秋
後
期
～
戦
国
時
代
か
ら
漢
初
ま
で
は
富
が
社
会
的
地
位
を

決
し
た
と
し
た
上
で
、

　
　
漢
初
ま
で
は
財
産
に
よ
り
官
（
の
有
資
格
者
）
と
民
と
が
区
別
さ
れ
た

　
　
が
、
景
帝
後
半
二
年
詔
で
財
産
資
格
が
四
万
銭
に
減
額
さ
れ
た
こ
と
は
、

　
　
官
民
の
別
が
嘗
田
か
ら
知
識
へ
変
化
す
る
境
目
で
あ
り
、
武
帝
期
の
博
士
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弟
子
制
・
盛
挙
制
度
の
前
提
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
、
五
帝
後
輩
一
一
年
詔
の
持
つ
意
味
に
論
及
さ
れ
た
。
以
上
四
説
が
主
要
先

行
研
究
で
あ
る
が
、
財
産
に
よ
っ
て
政
治
参
加
の
資
格
、
官
民
の
別
が
決
せ

ら
れ
、
具
体
的
に
は
官
吏
と
し
て
の
礼
節
に
か
な
い
、
必
要
な
物
品
を
自
弁

で
き
る
、
と
い
う
点
で
は
相
互
に
大
き
な
矛
盾
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
財
産
資
格
の
額
と
し
て
は
、
前
掲
景
帝
後
元
二
年
詔
「
醤
算
十
」
「
砦
算

四
」
が
あ
る
。
こ
の
「
醤
算
留
出
は
応
勧
の
註
に
「
十
算
、
十
万
也
扁
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

十
万
銭
の
こ
と
と
さ
れ
、
所
謂
「
申
家
の
産
」
の
門
十
金
」
と
一
致
す
る
。

以
下
の
史
料
に
よ
れ
ば
こ
れ
を
下
回
る
と
余
裕
が
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　
　
劇
孟
死
す
に
及
び
、
家
に
十
金
之
財
余
れ
る
無
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
史
記
喚
游
侠
列
伝
）

　
　
家
産
は
壷
金
を
過
ぎ
ず
、
乏
し
く
し
て
憺
石
之
儲
え
も
無
き
に
、
嬰
如

　
　
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
揚
雄
伝
）

ま
た
『
漢
書
』
帝
紀
に
は
災
害
時
に
十
万
銭
を
基
準
と
し
て
租
税
を
免
除
し

　
　
　
　
　
⑥

た
例
が
み
え
る
。

　
　
其
弓
造
面
傷
県
健
脚
轍
鮒
国
災
害
什
四
以
上
、
民
貨
不
満
十
万
、
皆
無

　
　
鵡
今
年
租
賦
。
（
前
七
年
）

　
　
郡
国
大
旱
、
蝿
、
…
…
天
下
民
貨
不
満
二
万
及
被
災
之
郡
不
満
十
万
、

　
　
勿
租
税
。
（
後
へ
年
）

し
か
し
『
漢
書
』
帝
紀
に
は
被
災
時
の
租
税
免
除
で
「
被
災
害
什
四
以
上
、

民
貨
不
満
三
下
、
勿
事
事
賦
」
（
前
一
七
）
と
三
万
銭
を
基
準
と
す
る
例
が

あ
り
、
心
慮
の
詔
も
四
万
銭
を
新
基
準
と
し
て
お
り
、
十
万
銭
以
下
1
1
貧
家

と
ま
で
は
い
え
な
い
。
渡
辺
氏
は
五
～
十
五
万
銭
の
範
囲
を
、
山
田
氏
は
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

～
四
万
銭
の
財
産
所
有
層
を
中
家
と
す
る
。
四
万
銭
程
度
の
財
産
も
「
中

家
」
に
含
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
財
産
は
主
な
動
産
・
不
動
産
か
ら
構
成
さ
れ
、

宮
吏
の
財
産
簿
と
さ
れ
る
居
曲
漢
画
「
礼
上
意
」
（
三
七
・
三
五
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
奴
二
人
直
三
万
　
四
馬
五
匹
直
二
万
　
宅
一
区
万

　
　
候
長
蝶
得
広
鐙
塁
公
孫
礼
壷
掘
蹴
　
大
碑
一
人
二
万
　
　
牛
軍
二
両
年
四
千
　
田
中
頃
五
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
車
二
乗
直
万
　
　
　
服
止
丁
二
編
ハ
吼
丁
　
　
　
　
爾
Ψ
凡
盛
副
直
十
五
甲
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
、
耕
地
・
宅
地
・
奴
碑
・
牛
馬
・
車
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
山
雲
で
は
富
吏
任
用
に
財
産
資
格
が
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い

が
、
山
田
説
で
は
前
漢
に
入
り
学
問
が
任
用
資
格
と
な
る
変
化
が
あ
っ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
武
帝
元
光
元
年
（
前
＝
二
四
）
の
孝
廉
制
発
布
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
財
産
資
格
が
存
続
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
噌
漢
書
』
に
は
貧
し
い
に
も

関
わ
ら
ず
任
官
し
た
人
物
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
楚
漢
抗
争
期
を
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

き
、
全
て
孝
廉
制
度
等
が
確
立
し
た
武
帝
期
以
降
の
事
例
で
、
か
つ
学
問

（
儒
学
）
的
素
養
が
あ
る
と
も
記
さ
れ
、
学
問
が
新
た
な
任
用
資
格
と
し
て

機
能
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
学
問
も
財
産
も
な
い
人
物
の
任
官

事
例
も
極
め
て
少
な
く
、
財
産
資
格
は
孝
廉
制
発
布
後
も
存
続
し
た
の
で
あ
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＠

ろ
う
。

　
た
だ
し
前
漢
元
・
成
春
期
、
『
漢
書
』
朱
博
伝
に
、

　
　
家
貧
し
く
、
少
き
時
県
に
給
事
し
て
亭
長
と
為
る
。
好
ん
で
少
年
を
客

　
　
と
し
、
捕
搏
を
敢
行
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
学
問
・
財
産
な
く
し
て
亭
長
と
な
っ
た
朱
博
の
例
も
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
亭
号
な
ど
の
地
方
下
級
少
吏
を
忌
避
す
る
風
潮
が
あ
り
、

貧
家
し
か
な
り
手
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
風
潮
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

後
漢
期
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
実
際
は
前
漢
後
期
か
ら
存
在
し
た
の
で
は
な
い

か
。
史
料
的
に
も
前
漢
末
期
に
同
様
の
事
例
が
噸
後
漢
書
』
呉
漢
列
伝
や
逸

民
列
伝
（
早
苗
）
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
朱
承
伝
に
は
、
亭
長
就
任
後
な
が

ら
「
好
ん
で
少
年
を
客
と
し
」
と
あ
り
、
朱
博
が
ど
れ
ほ
ど
の
貧
家
で
あ
っ

た
か
疑
問
を
感
じ
さ
せ
る
。
呉
漢
も
朱
博
と
同
様
に
家
貧
と
さ
れ
な
が
ら

「
賓
客
」
の
記
述
が
あ
り
、
渡
蓬
義
浩
氏
は
こ
う
し
た
「
貧
」
に
疑
問
を
羅

　
　
　
⑬

し
て
い
る
。
無
論
、
賓
客
を
抱
え
て
い
て
も
、
財
産
資
格
痴
で
は
水
準
以
下

で
あ
っ
た
可
能
性
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。

　
別
の
可
能
性
と
し
て
、
財
産
・
学
問
以
外
の
面
で
評
価
さ
れ
て
の
任
官
が

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
再
度
、
朱
艶
書
に
み
え
る
「
好
客
少
年
」
「
杭
侠

好
交
」
な
ど
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
『
史
記
』
遊
侠
列
伝
に
、

　
　
豪
富
を
茂
陵
に
徒
す
に
及
ぶ
也
、
（
郭
）
解
の
家
貧
に
し
て
讐
に
申
ら

　
　
ざ
れ
ど
、
吏
恐
れ
敢
え
て
徒
さ
ざ
る
な
し
。
衛
（
青
）
将
軍
為
に
言
う

　
　
「
郭
解
の
家
貧
に
し
て
徒
す
に
中
ら
ず
」
と
。
上
（
武
帝
）
曰
く
、

　
　
「
布
衣
に
し
て
権
は
将
軍
を
し
て
為
に
言
わ
せ
し
め
る
に
至
ら
ば
、
此

　
　
れ
其
の
家
貧
し
か
ら
ず
」
と
。

と
い
う
郭
解
の
逸
話
が
あ
る
。
財
産
的
に
は
茂
陵
へ
の
強
制
移
住
対
象
外
で

あ
っ
た
仁
侠
の
帯
解
が
、
そ
の
高
名
さ
・
交
友
関
係
の
広
さ
故
に
貧
し
く
な

い
と
判
断
さ
れ
た
よ
う
に
、
交
友
関
係
が
財
産
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
⑭

が
あ
っ
た
。
朱
博
の
場
合
、
「
好
客
少
年
」
が
気
長
任
官
後
、
「
杭
侠
好
運
」

が
平
群
曹
任
官
後
の
記
述
だ
が
、
元
々
そ
う
し
た
素
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
交
友
関
係
、
こ
と
に
任
侠
的
な
そ
れ
は
、
官
と
対
立
す
る
側
面
が
あ

る
が
、
官
吏
の
任
用
に
際
し
て
一
定
の
評
価
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
特

に
亭
々
は
、
朱
博
・
電
界
の
他
、
秦
末
の
下
郷
南
下
亭
長
（
並
々
を
寄
食
）

の
如
く
、
客
を
抱
え
て
い
た
事
例
が
あ
り
、
賓
客
を
抱
え
る
程
度
の
交
友
関

係
は
、
亭
長
の
職
掌
（
治
安
・
宿
泊
）
上
、
都
合
が
良
い
と
見
倣
さ
れ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

　
以
上
、
先
行
研
究
の
見
解
に
よ
り
つ
つ
、
財
産
資
格
の
内
容
と
任
用
資
格

の
変
遷
に
つ
い
て
み
た
結
果
、
武
帝
期
半
ば
か
ら
任
用
資
格
に
学
問
が
重
視

さ
れ
始
め
た
一
方
、
財
産
資
格
も
孝
廉
制
発
布
後
な
お
存
続
し
た
こ
と
を
確

認
し
た
。
ま
た
そ
の
人
物
が
有
す
る
交
友
関
係
も
、
職
掌
に
よ
っ
て
は
任
官

時
の
評
価
対
象
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
①
永
田
英
正
㈲
「
漢
代
の
選
挙
と
官
僚
階
級
」
（
『
東
方
学
報
臨
京
都
四
一
、
一
九
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七
〇
年
）
、
㈲
門
礼
類
語
と
鷹
野
簡
に
つ
い
て
」
（
『
居
延
期
簡
の
研
究
幽
第
H
部

　
第
八
章
、
同
朋
舎
、
一
九
八
九
年
）
、
㈲
「
悪
獣
簡
と
徐
宗
簡
研
究
の
展
開
一

　
暴
勇
新
簡
の
発
見
を
契
機
と
し
て
f
扁
（
遡
史
窓
輪
五
八
、
二
〇
〇
一
年
）
。

②
好
並
隆
司
「
磐
代
下
履
庶
人
の
存
在
形
態
」
（
『
秦
漢
帝
国
史
研
究
輪
第
五
篇
第

　
三
章
、
未
来
社
、
　
｝
九
七
八
年
）
。
な
お
飯
島
和
俊
州
漢
初
期
の
官
吏
任
用
に
お

　
け
る
二
、
三
の
問
題
－
槻
今
砦
算
十
以
上
乃
得
富
』
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
中

　
央
大
学
大
学
院
論
及
㎞
九
－
一
、
【
九
七
七
年
）
も
財
産
資
格
に
つ
い
て
永
田
・

　
好
並
両
氏
と
同
様
の
見
解
を
示
す
。

③
渡
辺
信
｝
郎
「
古
代
中
国
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
」
（
『
申
国
古
代
社
会

　
払
畑
』
馬
弟
｝
章
、
寵
目
木
勲
田
螺
、
　
一
－
九
八
詣
ハ
年
）
。

④
康
田
勝
芳
㈲
「
中
国
古
代
の
商
人
と
市
籍
』
（
加
賀
博
士
退
官
記
念
論
集
刊
行

　
委
員
会
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
国
文
史
哲
学
論
集
臨
講
談
社
、
　
九
七
九
年
）
、

　
㈲
明
秦
漢
財
政
収
入
の
研
究
鰍
第
三
論
難
四
節
の
四
「
財
産
税
と
中
国
古
代
に
お

　
け
る
寓
の
意
義
」
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）
。

⑤
中
家
の
産
に
つ
い
て
は
、
大
櫛
敦
弘
門
漢
代
の
『
中
家
の
産
魅
に
関
す
る
｝
考

　
察
－
一
1
居
延
漢
簡
所
見
の
糊
質
・
直
轍
を
め
ぐ
っ
て
一
掃
（
噸
史
学
雑
誌
』
九
四

　
－
七
、
一
九
八
五
年
）
、
黄
今
書
門
漢
代
的
醤
産
」
（
同
氏
鯛
秦
漢
経
済
史
論
考
隔

　
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

⑥
こ
れ
ら
は
前
掲
註
②
好
並
論
考
、
註
⑥
大
櫛
論
考
で
重
要
な
史
料
と
し
て
引
用

　
さ
れ
て
い
る
。

⑦
山
田
勝
芳
「
近
年
の
秦
重
三
研
究
を
め
ぐ
っ
て
i
好
並
隆
司
・
谷
瑚
道
雄
・

　
渡
辺
信
一
郎
三
氏
の
研
究
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
集
刊
東
洋
学
隔
四
二
、
一
九

　
七
九
年
）
。

⑧
前
掲
註
①
懸
隔
㈲
団
論
考
参
照
。

⑨
東
晋
次
「
儒
学
教
育
の
普
及
」
（
『
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会
輪
第
三
章
第
二
節
、

　
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
は
景
帝
後
二
年
の
詔
が
有
効
で
あ
っ
た
か

　
不
明
と
す
る
。
邪
義
田
「
東
漢
孝
廉
的
身
分
背
禦
」
（
岡
山
漢
史
論
考
臨
甲
部
五
、

　
東
大
図
書
公
司
、
一
九
八
七
年
）
で
は
、
後
漢
の
孝
廉
二
六
五
名
中
、
家
が
貧
し

　
い
者
は
十
八
名
と
の
検
討
結
果
か
ら
詔
は
有
効
で
あ
っ
た
と
す
る
。

⑳
察
挙
制
度
や
そ
の
確
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
福
井
重
雅
「
漢
代
官
吏
登
用
制
度

　
の
概
観
」
、
同
「
賢
良
・
方
正
の
成
立
」
（
噸
鳥
撃
宮
吏
登
用
制
度
の
研
究
隔
第

　
一
・
第
二
章
、
創
文
社
、
一
九
八
八
年
）
、
黄
留
珠
剛
秦
薬
毒
進
制
度
瞼
下
編

　
（
西
北
大
学
出
版
社
、
～
九
八
五
年
越
、
陳
蔚
松
『
間
代
考
選
制
度
謡
第
二
章

　
（
崇
文
書
局
、
二
〇
〇
二
年
目
な
ど
を
参
照
。

⑪
　
山
田
勝
芳
「
前
漢
時
代
の
地
方
噸
文
人
融
の
あ
り
方
一
1
東
海
郡
禁
転
師
饒
の

　
場
合
」
（
村
上
哲
見
先
生
古
希
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
魍
中
国
文
人
の
思
考

　
と
表
現
徳
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
居
延
漢
簡
な
ど
か
ら
少
吏
に

　
前
漢
末
ま
で
財
産
負
担
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

⑫
本
節
註
④
山
田
著
書
㈲
第
四
章
第
三
節
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑬
渡
邊
義
浩
一
眠
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
㎞
第
一
篇
第
二
章
「
官
僚
」
（
雄
山
閤

　
出
版
、
一
九
九
五
年
）
。

⑭
佐
原
康
夫
門
華
中
の
貨
幣
経
済
と
社
会
」
（
隅
時
代
都
市
機
構
の
研
究
』
第
四
部

門
第
三
章
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
の
指
摘
す
る
「
社
会
的
富
」
と
い
う
こ
と

　
に
な
ろ
う
。

二
　
自
弁
す
べ
き
物
品
－
特
に
馬
の
意
義
に
つ
い
て
一

　
次
に
、
官
吏
の
自
弁
物
品
中
、
馬
の
意
義
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
。
ま

ず
、
長
吏
の
自
弁
物
品
を
示
す
史
料
か
ら
み
る
。
郎
官
に
は
、
噸
史
記
嚇
田

叔
列
伝
諸
少
孫
補
記
に
み
え
る
如
く
、
鞍
付
馬
・
剣
・
赤
い
服
の
所
有
が
求

　
　
　
①

め
ら
れ
た
。
ま
た
堀
敏
一
氏
に
よ
れ
ば
『
漢
旧
三
三
巻
上
に
、

　
　
中
郎
将
一
人
、
三
頭
を
施
し
羽
林
従
富
七
百
人
が
属
す
。
三
輔
の
良
家
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子
を
取
り
鞍
馬
を
自
給
す
。

と
あ
り
、
羽
林
郎
に
は
三
輔
の
良
家
子
が
任
じ
ら
れ
た
が
、
鞍
付
馬
は
自
弁

　
　
　
②

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
時
期
的
に
前
漢
後
半
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。

な
お
堀
上
の
指
摘
に
よ
る
と
、
居
延
漢
簡
に
、

　
　
早
立
良
家
子
自
給
車
馬
為
私
事
、
論
疑
也
。
□
目
二
藍
、
相
二
千
石
以

　
　
下
従
慈
母
過
品
、
刺
史
禁
督
、
予
察
鞍
状
者
。
如
律
令
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
〇
・
⊥
ハ
簡
）

の
如
く
、
官
吏
の
出
身
母
体
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
良
家
子
が
車
馬
を
自
給
す

　
　
　
　
　
　
③

る
例
が
み
ら
れ
る
。
他
に
、
元
帝
期
の
貢
禺
は
諌
大
夫
に
登
用
さ
れ
た
際
、

耕
地
を
売
り
車
馬
を
用
意
し
た
と
い
う
（
璽
漢
書
㎏
貢
禺
伝
）
。

　
　
臣
禺
、
年
老
い
貧
窮
に
し
て
、
家
砦
万
銭
に
満
た
ず
、
妻
子
は
糠
豆
も

　
　
鵬
ら
ず
、
複
褐
も
完
な
ら
ず
。
田
百
三
十
畝
有
り
、
陛
下
意
過
ち
て
臣

　
　
を
徴
す
れ
ば
、
臣
、
田
百
畝
を
売
り
以
て
車
馬
を
供
う
。

張
家
山
美
田
二
年
律
令
「
津
関
令
」
に
も
馬
の
購
入
に
関
す
る
令
が
み
ら
れ

る
。

　
　
十
五
、
相
国
・
御
史
請
郎
騎
家
在
関
外
、
騎
馬
聖
上
、
得
買
馬
引
中
人

　
　
一
匹
以
北
。
郎
中
為
致
告
買
繋
県
道
、
県
道
官
聴
、
為
質
潜
居
県
、
受

　
　
数
而
籍
書
写
職
物
・
歯
・
高
、
上
郎
中
。
節
帰
休
・
縣
使
、
郎
中
為
伝

　
　
出
津
関
、
馬
死
、
死
所
県
道
宮
診
上
。
其
誹
貿
易
馬
及
偽
診
、
皆
以
誰

　
　
偽
出
馬
暴
論
。
其
不
得
□
及
馬
老
病
不
可
用
、
自
言
掛
中
、
郎
中
案
視
、

為
致
告
関
中
県
道
官
、
売
更
買
。
麟
制
日
可
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
＝
二
～
五
　
口
窄
）

　
　
廿
一
、
丞
相
上
長
壷
鐙
事
書
、
請
湯
沐
邑
在
諸
侯
、
属
長
信
麿
事
者
、

　
　
得
買
騎
・
軽
車
・
吏
乗
・
置
伝
馬
、
関
申
比
関
外
県
。
丞
相
・
御
史
以

　
　
聞
、
幽
試
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
一
九
簡
）

　
　
幽
丞
相
上
津
御
史
書
、
請
魯
中
大
夫
・
聾
者
得
私
買
馬
里
中
、
魯
御
史

　
　
為
書
豊
津
関
、
官
如
令
。
鶴
丞
相
・
御
史
以
聞
、
制
日
可
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
二
一
簡
）

　
　
幽
丞
相
上
魯
御
史
書
、
請
魯
郎
中
自
給
馬
騎
、
得
買
置
関
野
、
魯
御
史

　
　
為
伝
、
宅
振
幅
。
鯉
丞
相
・
御
史
以
上
、
制
日
曝
。
　
　
（
五
二
二
簡
）

五
一
三
～
五
　
五
簡
は
関
中
の
外
に
家
が
あ
る
郎
騎
の
馬
が
死
ん
だ
際
、
関

中
で
馬
を
購
入
可
能
と
し
た
令
、
五
一
九
簡
は
長
信
魯
事
所
属
者
の
馬
購
入

　
　
　
　
④

規
定
で
あ
る
。
ま
た
五
二
　
簡
は
露
国
の
中
大
夫
・
謁
者
が
「
私
塾
馬
関

中
」
す
る
こ
と
、
五
二
二
簡
は
魯
国
の
郎
中
が
「
自
給
馬
騎
」
の
た
め
関
中

で
馬
を
買
う
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
た
令
で
、
漢
初
の
諸
侯
王
国
の
官
吏
も

馬
を
自
弁
し
た
こ
と
を
示
す
。

　
次
に
居
延
無
難
か
ら
秩
百
石
以
下
の
地
方
勇
敢
の
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　
　
服
罪
廿
八
　
富
史
、
有
案
馬
・
弓
檀
、
願
聖
意
候
戦
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
・
五
七
簡
）

　
　
皐
単
衣
・
母
君
馬
、
不
文
史
。
詰
責
駿
、
対
日
「
前
零
露
校
弟
子
、
未
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嘗
為
吏
。
貧
困
母
以
具
阜
単
衣
・
冠
・
鍛
馬
」
。
謹
案
、
営
造
観
官
曹

　
　
治
青
書
、
府
官
縣
使
下
辺
候
望
、
為
百
姓
潜
幣
。
県
不
着
除
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
P
T
五
九
・
五
八
簡
）

二
一
四
・
五
七
簡
は
、
資
産
・
識
字
能
力
を
有
し
、
鞍
付
馬
や
武
具
を
有
し

て
い
る
の
で
再
度
鋤
柄
へ
任
官
を
希
望
す
る
内
容
で
、
馬
を
持
て
る
階
層
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
候
史
と
な
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
一
方
T
五
九
・
五
八
簡
で

は
、
駿
と
い
う
人
物
の
尉
史
叙
任
に
あ
た
り
、
識
字
能
力
不
足
と
衣
冠
・
鞍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

付
馬
の
自
弁
不
能
が
判
明
、
県
が
叙
任
を
拒
否
し
た
内
容
で
、
こ
の
二
史
料

は
好
返
照
を
な
し
て
い
る
。

　
　
麟
新
始
建
国
地
今
上
戊
三
年
七
月
行
塞
省
夏
物
録

　
　
二
十
長
鞍
馬
・
追
逐
具
、
吏
卒
皆
知
蓬
…
火
品
約
、
不
。

　
　
和
戦
…
干
・
鹿
盧
索
完
堅
調
利
、
真
電
立
席
薦
、
不
。

　
　
省
守
衙
具
・
鳩
戸
調
利
、
有
狗
、
不
。

　
　
図
心

　
　
鰯
㎜
右
省
思
丘
細
物
録
　
　
　
　
　
　
　
（
腎
D
P
F
二
一
｝
・
二
～
ご
置
網
～
二
四
一
傭
間
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

子
振
波
氏
が
取
り
上
げ
た
こ
の
冊
書
は
、
候
長
が
管
轄
し
た
「
部
」
に
対
す

る
検
査
の
項
臨
で
、
候
長
の
鞍
馬
・
追
逐
具
の
所
有
状
況
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
「
追
逐
具
」
は
蔓
延
面
喰
8
P
T
五
九
・
一
～
二
簡
に
「
追
逐
器
物
」

と
み
え
、
緯
単
衣
・
甲
帯
・
肇
豪
・
刺
馬
刀
を
指
す
。
賊
軍
は
新
任
の
候
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
追
逐
器
物
を
自
宅
へ
取
り
に
帰
っ
た
際
の
記
録
で
あ
る
か
ら
、
馬
に
加
え

追
給
具
も
自
弁
物
品
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
自
弁
物
品
に
関
す
る
史
料
を
列
挙
し
た
。
郎
官
は
鞍
付
馬
を
自
弁

し
、
諌
大
夫
任
用
に
際
し
て
車
馬
を
用
意
す
る
な
ど
、
長
吏
た
る
財
産
資
格

四
万
銭
の
内
に
、
車
馬
か
鞍
付
馬
が
含
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
吏
は
鞍
付

馬
・
衣
冠
・
ほ
か
職
務
に
必
要
な
物
品
が
自
弁
で
、
揃
え
ら
れ
な
い
場
合
は

叙
任
を
拒
否
さ
れ
、
物
品
所
有
状
況
も
随
時
検
査
さ
れ
た
。
た
だ
し
新
任
官

の
物
品
不
揃
い
は
あ
る
程
度
許
容
さ
れ
た
よ
う
で
、
張
家
山
漢
簡
二
年
律
令

「
置
吏
律
し
申
の
規
定
に
、
乗
馬
な
き
新
任
富
が
み
え
る
。

　
　
郡
守
二
千
石
官
、
県
道
官
言
辺
変
事
急
者
、
及
吏
遷
徒
、
新
職
官
・
属

　
　
尉
佐
以
上
母
乗
馬
者
、
皆
五
官
艇
長
。
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
三
～
二
一
四
簡
）

註
⑨
の
居
延
漢
簡
E
P
T
五
九
・
一
～
二
輪
も
、
新
任
の
候
史
が
必
要
物
品

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
例
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
弁
物
品
に
関
す
る
史
料
に
は
必
ず
鞍
付
馬
や
車
馬
が
み

ら
れ
、
自
弁
物
品
中
特
別
な
意
義
を
持
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
意

義
と
し
て
、
ま
ず
山
田
勝
芳
・
大
櫛
星
点
両
氏
が
指
摘
さ
れ
る
車
馬
の
身
分

標
識
機
能
や
、
公
務
に
必
要
な
移
動
手
段
と
し
て
の
意
義
を
挙
げ
る
こ
と
が

　
　
⑩

出
来
る
。
な
お
前
掲
各
史
料
で
は
、
馬
の
み
の
所
有
を
問
題
と
す
る
も
の
と
、

車
馬
の
所
有
を
問
題
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
前
掲
同
素
中
六
年
夏
五
月
詔

で
、
六
百
石
以
上
の
車
駕
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
秩
六
百
石
を
境
に
車
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所
有
の
必
要
の
有
無
が
分
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
洗
革
研
究
が
指
摘
す
る
身
分
標
識
．
移
動
手
段
と
し
て
の
意
義
と

は
別
に
、
軍
事
的
意
義
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
軍

官
だ
が
、
杉
村
伸
二
氏
が
指
摘
さ
れ
た
郎
官
の
基
本
的
職
掌
「
天
子
の
宿

　
　
　
　
　
　
　
⑪

衛
」
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
任
用
に
際
し
軍
事
的
役
割
が
期
待
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
武
魚
期
に
は
軍
事
的
性
格
の
強
い
羽
林
・
期
門
な
ど
と
顧
問
的

性
格
の
強
い
議
郎
な
ど
に
分
化
し
、
儒
学
に
よ
る
任
官
者
が
増
え
る
な
ど
の

変
遷
は
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
郎
官
に
は
軍
事
的
役
割
が
期
待
さ
れ
、
そ
の

た
め
に
鞍
付
馬
の
自
弁
を
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
職
掌
分
化

後
も
軍
事
的
性
格
の
強
い
羽
林
郎
が
鞍
付
馬
を
自
弁
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
と
い
え
よ
う
。
郎
官
以
外
で
は
、
中
央
官
僚
は
本
来
の
職
掌
と
は
別
に
将

　
　
　
　
　
　
⑫

軍
等
に
就
任
し
た
。
地
方
官
で
は
、
郡
太
守
は
『
漢
書
撫
中
に
韓
延
寿
が
東

郡
太
守
と
し
て
行
っ
た
都
試
や
、
厳
延
年
の
源
郡
太
守
就
任
を
「
新
た
に
将

た
る
」
と
記
す
な
ど
、
軍
事
指
揮
官
と
し
て
の
性
格
は
明
確
で
あ
る
。
ま
た

長
吏
の
多
く
を
占
め
た
県
令
長
・
丞
・
尉
の
う
ち
、
華
客
と
尉
は
群
盗
発
生

時
に
指
揮
宮
と
し
て
対
処
し
た
。
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
捕
律
に
、

　
　
群
盗
殺
傷
人
・
賊
塁
傷
人
・
強
盗
、
即
発
県
道
、
県
道
亟
為
発
吏
徒
足

　
　
以
追
捕
之
、
尉
分
将
、
令
兼
将
、
亟
詣
盗
賊
発
及
見
所
、
以
窮
追
捕
之
、

　
　
母
敢
□
叢
薄
環
（
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
〇
～
一
四
～
簡
）

と
あ
る
。
郡
県
長
吏
の
多
く
が
、
軍
事
指
揮
宮
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
で
は
、
郎
官
同
様
に
鞍
付
馬
所
有
が
求
め
ら
れ
た
地
方
少
吏
に
、
軍
事
的

官
職
以
外
の
吏
も
含
め
、
職
務
内
容
に
軍
事
的
役
割
を
想
定
出
来
る
で
あ
ろ

う
か
。
前
掲
の
E
P
T
五
九
・
五
八
簡
の
～
節
「
尉
史
給
官
曹
治
簿
書
、
軍

官
早
使
野
辺
候
望
、
為
百
姓
播
幣
」
（
尉
史
は
官
署
で
は
帳
簿
書
類
を
扱
い
、

都
尉
府
や
悔
泣
か
ら
の
命
令
で
辺
境
の
見
張
り
を
し
、
百
姓
の
藩
屏
と
な

る
）
に
よ
れ
ば
、
内
郡
に
も
存
在
し
て
い
た
書
記
官
の
尉
史
に
軍
事
的
役
割

を
果
た
す
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
鞍
付
馬
な
ど
の
物
品
を
必
要

と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
採
用
時
や
転
任
の
過
程
で
郡
都
尉
系
列
の
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

事
的
官
職
へ
配
属
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
必
要
が
あ
れ
ば
主
た
る
職
掌
と

は
関
係
な
く
軍
事
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
も
、
サ
湾
漢
墓
簡
腫
木
亀
卜
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

四
「
東
海
郡
下
轄
長
吏
名
籍
」
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
他
、
戦
国
秦
や
前

漢
で
は
、
宮
窪
を
選
抜
し
て
精
鋭
部
隊
を
編
成
し
た
事
例
が
み
ら
れ
る
。

　
　
（
秦
始
皇
）
十
一
年
…
…
、
（
王
）
鶏
聰
い
る
こ
と
十
八
日
に
し
て
、

　
　
軍
の
斗
食
以
下
を
帰
し
、
什
に
二
人
を
推
し
て
従
軍
せ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
史
記
』
秦
尊
皇
本
紀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ベ
ら

　
　
（
宣
帝
本
始
二
年
）
秋
、
大
い
に
関
東
の
軽
車
鋭
卒
を
調
び
て
発
興
し
、

　
　
郡
国
の
吏
三
百
石
の
杭
健
に
し
て
騎
射
を
習
う
者
を
選
び
、
皆
従
軍
せ

　
　
し
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
口
宣
帝
紀
）

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
漢
代
官
吏
は
個
々
の
職
掌
と
は
別
に
軍
事
的
役
割
を
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漢代官吏任用における財産資格の再検討（高村）

果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
車
馬
や
鞍
付
馬
は
平
時
は
無
論
の
こ

と
、
戦
時
に
は
さ
ら
に
有
用
で
あ
る
た
め
、
自
弁
物
品
中
砂
に
重
視
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

そ
の
た
め
関
係
史
料
に
も
多
く
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
無
論
、
藤
代
の
官
僚
制
度
軍
体
に
軍
事
的
性
格
が
み
ら
れ
る
か
否
か
は
、

そ
の
変
遷
も
含
め
別
途
考
察
を
要
す
る
が
、
先
行
す
る
秦
の
官
僚
制
が
軍
功

爵
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
は
、
誌
代
官
僚
制
と
軍
事
と
の
関
連
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

考
え
る
上
で
注
意
す
る
価
値
が
あ
る
。
聴
官
の
自
弁
物
品
に
含
ま
れ
る
剣
に

つ
い
て
も
、
す
で
に
秦
簡
公
六
年
（
前
四
一
一
）
に
、
官
吏
に
帯
剣
さ
せ
た

事
例
が
み
ら
れ
る
。

　
　
簡
公
六
年
、
吏
を
し
て
初
め
て
帯
剣
せ
し
む
。
　
（
『
史
記
』
秦
本
紀
）

こ
れ
は
官
僚
制
と
軍
功
爵
と
が
密
接
に
結
び
付
く
商
軟
変
法
以
甫
の
こ
と
だ

が
、
無
視
出
来
な
い
。
官
吏
の
帯
剣
は
漢
代
に
も
引
き
継
が
れ
、
剣
術
は
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

子
の
教
養
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。
中
央
の
大
官
か
ら
地
方
少
吏
に
至

る
ま
で
、
ほ
ぼ
全
て
の
宮
吏
に
有
事
に
お
け
る
軍
事
的
役
割
の
遂
行
が
求
め

ら
れ
た
と
思
わ
れ
、
漢
代
官
僚
制
と
軍
事
と
の
関
わ
り
は
か
な
り
強
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
末
尾
で
も
触
れ
る
が
、
富
吏
が
庶
民
よ
り

身
分
が
高
い
と
す
る
観
念
の
申
に
は
、
馬
な
ど
を
自
弁
し
軍
事
面
で
も
よ
り

重
い
負
担
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
思
想
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
、
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
史
料
や
私
晃
を
付
け
足
し
て
、
自

弁
物
品
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
馬
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
。
馬
が
特
に
重

視
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
身
分
標
識
や
移
動
手
段
と
し
て
の
意
義
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
漢
代
官
吏
が
果
た
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
軍
事
的
役
割
の

上
で
も
、
重
要
な
意
義
を
持
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
財
産
資
格
と

い
う
負
担
を
引
き
受
け
て
ま
で
も
、
官
吏
た
ら
ん
と
し
た
当
時
の
人
々
の
意

識
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
①
浴
客
奇
門
論
秦
細
編
官
制
度
」
（
面
作
締
・
熊
鉄
基
明
羅
漢
官
制
幹
理
蜘
斉
魯

　
　
書
袖
、
」
九
八
四
年
）
に
よ
る
。
噸
史
記
㎞
該
当
部
分
は
門
将
軍
取
舎
人
三
富
給

　
　
著
、
令
具
寮
馬
・
緯
衣
・
玉
具
剣
、
欲
入
奏
之
。
」

　
②
堀
敏
一
「
漢
代
の
良
家
に
つ
い
て
」
（
槻
中
国
古
代
の
身
分
制
一
良
と
賎

　
　
一
蜘
第
二
篇
第
五
章
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
）
。

　
③
本
節
註
②
堀
論
考
、
大
庭
脩
「
中
国
古
代
の
武
士
の
噸
家
睦
（
笠
谷
和
比
古
編

　
　
『
公
家
と
武
家
H
一
噛
家
輪
の
比
較
文
明
史
的
考
察
㎞
思
文
閣
出
版
、
～
九
九

　
　
九
年
）
を
参
照
。

　
④
津
関
令
に
つ
い
て
は
、
李
均
衡
「
漢
簡
所
反
映
的
沖
津
制
疫
」
（
㎎
歴
史
研
究
』

　
　
二
〇
〇
二
年
第
三
期
）
、
陳
偉
「
張
家
山
手
簡
『
津
関
令
臨
渉
馬
諸
令
研
究
」

　
　
（
『
考
古
学
報
輪
一
　
○
〇
三
年
第
一
期
）
を
参
照
。

　
⑤
森
鹿
三
「
居
職
簡
に
見
え
る
馬
に
つ
い
て
偏
Q
東
洋
学
研
究
居
延
漢
豊
玉
』

　
　
同
朋
舎
、
一
九
七
五
年
）
。

　
⑥
角
谷
常
子
「
二
代
居
延
に
お
け
る
軍
政
系
統
と
県
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
」

　
　
（
『
史
林
触
七
六
－
一
、
　
｝
九
九
～
二
年
）
を
参
照
。

　
⑦
予
振
波
「
居
延
年
年
中
章
程
長
和
候
長
」
（
『
史
学
集
魚
㎞
二
〇
〇
〇
年
第
二

　
　
期
）
。
子
氏
は
こ
の
冊
書
に
燧
臼
の
馬
に
関
す
る
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
候
長
と

　
　
燧
長
に
財
産
資
格
上
の
違
い
を
推
測
す
る
が
、
こ
の
冊
書
は
部
を
対
象
と
し
た
も

　
　
の
で
、
弓
長
の
自
弁
物
品
と
上
長
が
監
督
す
べ
き
事
柄
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
と

　
　
考
え
ら
れ
、
男
山
が
馬
を
自
弁
し
な
か
っ
た
証
左
と
は
な
り
得
な
い
。
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⑧
「
部
」
は
籾
山
明
門
壁
代
エ
チ
ナ
ー
ー
オ
ア
シ
ス
に
お
け
る
開
発
と
防
衛
線
の
展

　
開
」
（
冨
谷
至
仁
『
流
沙
出
土
の
文
字
資
料
…
楼
蘭
・
池
園
文
書
を
中
心
に
』

　
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

⑨
河
平
元
年
九
月
戊
戌
朔
丙
辰
不
侵
守
勢
長
士
濫
悪
敢
言
之
。
謹
験
問
不
侵
候
史

　
厳
。
祭
日
、
「
士
伍
、
居
爆
鳴
沙
里
、
年
滑
歳
、
姓
衣
氏
、
故
民
。
今
年
八
月
癸

　
酉
除
為
不
侵
候
史
、
叢
生
迩
為
職
漏
。
厳
新
除
、
未
申
追
逐
器
物
、
自
言
尉
駿
所

　
日
「
母
型
難
物
」
。
駿
遣
厳
、
往
来
罪
過
（
E
P
T
五
九
・
一
簡
）

　
　
図
日
陰
入
時
世
帰
、
以
戊
申
到
郭
東
睡
舎
、
諸
病
傷
汗
。
即
日
警
鐘
書
、
使
弟

　
甜
脚
付
覆
枳
明
古
面
子
†
不
審
名
字
。
己
西
同
筆
難
追
逐
器
物
、
尽
壬
子
積
六
日
。
即
日
厳
持

　
緯
単
衣
・
甲
帯
・
労
豪
・
鯛
馬
刀
凡
四
物
、
其
昏
時
到
部
。
厳
談
～
目
還
（
E
P

　
T
五
九
・
二
簡
）

⑩
山
田
勝
芳
「
馬
車
と
牛
車
－
中
国
古
代
の
官
人
と
中
世
の
貴
族
1
」
（
片

　
野
達
郎
編
噸
綜
合
研
究
　
中
世
の
文
化
臨
角
川
書
店
、
一
九
八
八
年
）
、
大
櫛
敦

　
弘
「
歩
行
と
乗
車
一
戦
国
軍
夏
期
に
お
け
る
車
の
社
会
史
的
考
察
」
（
高
知
大

　
学
人
文
学
部
人
間
文
化
学
科
糊
人
文
学
研
究
㎞
一
〇
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

⑪
杉
村
伸
司
「
漢
初
の
郎
官
」
（
『
史
冊
㎞
九
四
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

⑫
大
庭
修
「
前
漢
の
将
軍
扁
（
噸
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
第
四
篇
第
一
章
、
創
文
社
、

　
｝
九
八
二
年
）
参
照
。

⑬
居
延
漢
簡
だ
が
、
県
伝
舎
の
奮
夫
（
斗
食
）
か
ら
候
官
士
吏
（
有
秩
）
へ
の
昇

　
任
例
（
～
○
・
～
七
簡
）
が
あ
る
。

　
　
顕
美
伝
舎
斗
食
沓
夫
莫
君
里
公
福
建
横
　
中
功
一
労
二
歳
二
月
　
今
庸
水
候
富

　
　
士
吏
代
鄭
昌
成

⑭
門
利
成
左
尉
六
安
国
六
股
順
故
繋
駕
以
外
対
塁
盗
尤
建
除
」
の
如
く
、
都
尉
系

　
列
以
外
の
少
吏
が
「
群
盗
」
や
「
山
陽
亡
徒
」
を
「
捕
格
扁
「
捕
斬
偏
し
た
功
績

　
で
長
吏
へ
昇
進
し
た
事
例
が
散
見
す
る
。
こ
の
木
順
に
つ
い
て
は
、
西
川
利
文
氏

　
の
「
歩
凶
漢
定
量
順
三
・
四
号
木
順
に
つ
い
て
一
そ
の
復
元
を
中
心
と
し
て

　
一
」
（
糊
目
陵
史
学
㎞
二
四
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
一
連
の
研
究
を
参
照
。

⑮
た
だ
し
薫
製
漢
簡
で
は
、
燧
長
に
つ
い
て
軍
事
的
職
掌
に
も
関
わ
ら
ず
馬
の
自

　
弁
を
示
す
事
例
が
み
ら
れ
な
い
。
同
じ
佐
史
で
あ
る
尉
史
に
鞍
付
馬
所
有
を
求
め

　
て
い
る
以
上
、
燧
長
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
節
註
⑦
干
論
考
で
は
職
掌
や

　
勤
務
地
に
よ
る
自
弁
義
務
の
差
を
推
測
す
る
。

⑯
秦
軍
功
爵
制
の
坐
論
に
、
守
麗
美
都
雄
「
漢
代
爵
制
の
源
流
と
し
て
見
た
る
商

　
鞍
爵
制
の
研
究
」
（
『
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
㎏
国
家
篇
第
一
章
、
東
洋
史
研
究

　
会
、
一
九
六
八
年
）
、
古
賀
登
「
秦
商
鞍
の
軍
制
・
軍
功
褒
賞
制
と
身
分
制
」

　
（
咽
漢
長
安
城
と
隆
隔
・
県
郷
墨
田
制
度
斜
壁
略
章
、
雄
山
閣
出
版
、
｝
九
八
○

　
年
）
、
臼
取
侯
『
軍
功
爵
制
研
究
睡
（
上
海
入
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
等
が
あ

　
る
。
佐
藤
達
郎
「
功
次
に
よ
る
昇
進
制
度
の
形
成
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
五
八
－
四
、

　
二
〇
〇
〇
年
）
は
漢
代
官
吏
の
勤
務
評
定
に
軍
功
褒
賞
の
名
残
が
あ
り
、
軍
功
と

　
通
常
勤
務
が
同
｝
評
価
体
系
に
置
か
れ
た
と
す
る
。

⑰
邪
富
田
氏
は
、
田
代
で
は
文
武
を
管
沼
す
る
者
が
理
想
だ
っ
た
と
し
、
ま
た
刀

　
鋪
は
人
を
治
め
る
立
場
の
身
分
の
象
徴
だ
と
す
る
。
「
允
文
允
武
一
細
田
官
吏

　
的
一
種
典
型
」
（
隅
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
需
給
隔
七
五
一
二
、
二
〇
〇
四

　
年
）
。
窮
月
の
剣
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
濱
田
英
作
「
前
漢
の
撃
剣
・
剣
論
・
剣

　
客
…
剣
の
用
途
小
考
扁
（
『
静
修
短
期
大
学
研
究
紀
要
幅
二
四
、
一
九
九
十
年
）
参

　
照
。

三
　
地
方
少
吏
と
財
産
資
格

　
前
節
ま
で
の
検
討
で
、
漢
代
で
は
財
産
資
格
が
存
在
し
、
地
方
少
吏
に
つ

い
て
も
必
要
物
品
、
特
に
馬
を
自
弁
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き

た
。
し
か
し
、
『
漢
書
』
等
の
史
料
で
は
地
方
少
吏
が
薄
給
に
苦
し
み
、
民

か
ら
不
当
に
収
奪
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
み
ら
れ
、
先
行
研
究
に
お
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漢代官吏任用における財産資格の再検討（高村）

い
て
も
、
彼
ら
を
貧
し
い
存
在
と
捉
え
、
そ
の
た
め
に
生
活
の
糧
を
得
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
少
吏
に
な
っ
た
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
相
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
従
来
は
論
ず
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
財
産
資
格
の
存
在
が
地
方
少
吏
層
に
与
え
た
影
響
も
完
全
に
明
ら
か
に
さ

れ
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
私
見
を

述
べ
て
行
き
た
い
。

1

俸
給
額
の
問
題
に
つ
い
て

　
少
額
が
薄
給
の
た
め
民
か
ら
不
当
に
収
奪
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と

し
て
、
『
漢
書
騙
宣
帝
紀
神
学
三
年
（
前
五
九
年
）
秋
八
月
詔
が
あ
る
。

　
　
吏
廉
平
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
治
道
衰
え
る
。
今
少
年
皆
事
に
勤
む
る
も
、

　
　
而
し
て
奉
禄
薄
く
、
其
の
百
姓
を
侵
漁
せ
ざ
る
こ
と
を
卸
せ
ど
も
、
難

　
　
し
。
其
れ
吏
の
百
石
以
下
の
奉
は
十
に
五
を
益
せ
。

少
吏
ら
が
薄
給
の
た
め
民
か
ら
収
奪
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
、
秩
百
石
以
下

の
俸
給
を
一
・
五
倍
に
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
『
豊
富
儀
』
に

も
同
一
の
こ
と
を
述
べ
た
と
思
わ
れ
る
個
所
が
あ
る
。

　
　
張
敏
・
蒲
望
之
言
い
て
曰
く
「
夫
れ
倉
塵
実
ち
て
礼
節
を
知
り
、
衣
食

　
　
足
り
て
栄
辱
を
知
る
。
今
小
吏
の
俸
率
足
ら
ず
、
常
に
父
母
妻
子
を
憂

　
　
う
之
心
有
り
。
身
を
潔
く
し
廉
為
ら
ん
と
欲
す
と
錐
も
其
れ
勢
と
し
て

　
　
能
わ
ず
。
什
率
を
以
て
天
下
の
吏
の
俸
を
増
さ
ん
こ
と
を
請
う
」
と
。

　
　
反
帝
乃
ち
天
下
の
吏
の
俸
、
什
に
二
を
益
す
。

こ
こ
で
は
話
が
少
し
異
な
り
張
敬
・
瀟
望
之
ら
の
提
雷
で
宣
帝
が
俸
給
を
二

割
増
に
し
た
と
あ
る
が
、
趣
旨
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
ま
た
『
塩
鉄
魚
山
回

貧
篇
に
賢
良
の
言
と
し
て
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

　
　
今
少
吏
禄
薄
く
、
郡
国
の
孫
役
は
遠
く
三
輔
に
至
る
も
、
粟
米
貴
く
し

　
　
て
相
購
ら
し
む
に
足
ら
ず
。

少
吏
は
薄
給
で
、
郡
国
の
公
務
で
三
輔
へ
行
く
に
し
て
も
穀
価
が
高
く
て
不

足
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
公
用
旅
行
者
は
伝
舎
等
が
利
用
で
き
、
食

も
給
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
の
入
用
な
分
は
自
弁
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

議
論
は
続
け
て
、
上
役
が
部
下
か
ら
収
奮
す
る
構
造
に
及
び
、
し
わ
寄
せ
が

民
に
来
る
と
指
摘
す
る
。
『
後
漢
書
』
左
雄
列
伝
に
も
、

　
　
郷
兵
部
吏
、
職
斯
く
く
禄
薄
し
、
車
馬
衣
服
、
一
に
民
よ
り
出
で
、
廉

　
　
な
る
者
は
足
る
を
取
り
、
貧
な
る
者
は
家
を
充
た
す
。

と
、
薄
給
が
原
因
で
の
民
か
ら
の
収
奪
を
示
す
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史

料
を
見
る
限
り
で
は
、
少
吏
ら
が
薄
給
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

　
②

ろ
う
。
し
か
し
、
財
産
資
格
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
単
純
に
少
々
ら

を
貧
し
い
と
捉
え
て
よ
い
か
疑
問
が
残
る
。
ま
ず
、
こ
の
俸
給
額
か
ら
検
討

し
た
い
。

　
地
方
臆
意
の
俸
給
は
、
佐
史
・
斗
食
・
有
機
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
銭

立
て
で
月
額
六
〇
〇
～
＝
～
○
○
銭
程
度
、
年
額
で
は
七
二
〇
〇
～
一
四
四
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③

○
○
銭
程
度
で
あ
る
。
時
期
や
地
域
に
よ
る
差
は
あ
る
が
、
居
延
耳
触
に
み

え
る
物
価
と
比
較
す
る
と
、
食
料
品
に
つ
い
て
は
粟
一
石
あ
た
り
一
二
〇
銭

（
E
P
T
五
　
・
五
簡
）
、
衣
服
で
は
標
章
鞄
が
＝
○
○
銭
（
E
P
T
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
・
一
二
二
簡
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
上
野
の
俸
給
額

は
多
額
と
は
書
い
難
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
こ
の
金
額
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
て
い
た
の
か
を
直
接

示
す
史
料
は
な
い
が
、
「
農
家
が
生
活
出
来
る
だ
け
の
収
入
額
」
と
考
え
ら

れ
て
い
た
金
額
を
参
考
と
し
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ま
ず

『
孟
子
臨
万
章
章
句
下
、
周
の
爵
禄
制
度
の
解
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
下
士
は
庶
人
の
官
に
在
る
者
与
禄
を
同
じ
く
す
、
禄
は
以
て
其
の
耕
に

　
　
代
う
る
に
足
る
也
。
耕
す
者
之
獲
る
所
は
、
一
夫
百
畝
、
百
畝
を
糞
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
な

　
　
れ
ば
、
上
農
夫
は
九
人
を
食
い
、
上
に
次
ぐ
は
八
人
を
食
い
、
中
は

　
　
七
人
を
食
い
、
中
に
次
ぐ
は
六
人
を
食
い
、
下
は
五
人
を
食
う
べ
し
。

　
　
庶
人
の
富
に
在
る
者
、
其
の
禄
は
是
を
以
て
差
と
為
す
。

さ
ら
に
『
塩
鉄
論
』
疾
喫
緊
に
も
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
賢
良
の

慧
、　

　
古
之
爵
禄
を
制
す
る
也
、
卿
大
夫
は
以
て
賢
を
潤
し
士
に
厚
く
す
る
に

　
　
足
り
、
士
は
以
て
身
を
優
に
し
て
党
に
及
ぼ
す
に
足
り
、
庶
人
の
宮
為

　
　
る
者
は
、
以
て
其
の
耕
す
に
代
わ
る
に
足
り
て
其
の
禄
を
食
む
。

が
あ
る
。
「
古
」
を
も
と
と
し
た
一
種
の
理
想
論
で
あ
り
、
戦
国
～
秦
漢
の

実
際
の
宮
僚
制
度
と
ど
れ
ほ
ど
紺
下
し
て
い
る
の
か
は
慎
重
に
考
え
る
必
要

が
あ
る
も
の
の
、
戦
国
期
以
来
「
庶
入
の
宮
に
在
る
者
」
一
こ
れ
は
少
吏
ク

ラ
ス
の
官
吏
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
一
に
は
、
耕
作
に
よ
る
収
穫
相
当
分
を
代

わ
り
に
俸
給
と
し
て
与
え
る
と
の
考
え
方
が
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

で
は
実
際
、
農
家
の
収
入
と
強
暴
の
俸
給
額
と
は
近
い
金
額
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
　
一
般
的
な
農
家
の
収
入
額
（
と
想
定
さ
れ
た
額
）
と
し
て
は
、

『
漢
書
瓢
食
貨
差
上
に
、
戦
国
魏
の
李
裡
の
言
と
し
て
、

　
　
今
一
夫
五
口
を
挟
み
、
田
百
様
を
治
し
、
公
女
晦
ご
と
に
一
石
半
、
粟

　
　
百
五
十
石
為
り
。

が
、
そ
し
て
前
漢
の
質
誼
の
善
面
と
し
て
、

　
　
今
農
夫
五
目
墨
家
、
其
の
服
役
す
る
者
二
人
を
下
ら
ず
、
其
の
能
く
耕

　
　
す
者
は
百
晦
を
過
ぎ
ず
、
百
晦
之
収
は
百
石
を
過
ぎ
ず
。

が
あ
る
。
穀
物
の
価
格
は
李
懊
の
言
で
は
粟
一
石
三
〇
銭
と
さ
れ
て
お
り
、

三
千
～
四
千
五
百
銭
程
度
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
先
に
も
み

た
よ
う
に
繋
駕
等
で
は
粟
一
石
一
〇
〇
銭
以
上
と
い
う
記
載
も
あ
り
、
六
、

七
〇
銭
前
後
と
考
え
る
と
、
穀
物
生
産
に
よ
る
収
入
は
六
モ
～
～
万
銭
前
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
食
べ
て
い
け
る
だ
け
の
額
で
、

前
掲
の
志
摩
・
厚
誼
の
書
の
趣
旨
を
勘
案
す
れ
ば
、
余
裕
が
あ
る
と
は
雷
い

難
い
額
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
と
し
て
、
翼
翼
の
俸
給
の
年
額
と
農
家

の
収
入
想
定
額
と
は
か
な
り
近
接
し
た
金
額
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
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よ
う
に
、
少
吏
の
俸
給
額
は
＝
般
的
な
農
家
の
穀
物
生
産
に
よ
る
収
入

額
」
と
想
定
さ
れ
た
金
額
を
琶
安
と
し
て
決
定
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、

『
孟
子
騙
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
官
吏
と
な
っ
た
者
が
本
来
農
耕
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
分
の
収
入
を
補
填
す
る
」
と
い
う
、
恐
ら
く
戦
国
期
以
来
の
思
想

が
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
、
実
際
に
は
官
吏
と
な
っ
た
者
の
労
働
力
が
な
く
と
も
、
奴
碑
や
回

廊
者
な
ど
、
失
わ
れ
た
労
働
力
を
補
填
し
得
る
存
在
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ

　
　
⑥

る
た
め
、
所
有
耕
地
か
ら
の
収
穫
が
全
く
な
く
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

他
に
も
雑
収
入
、
例
え
ば
女
性
の
家
族
に
よ
る
織
物
生
産
等
も
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
も
し
、
俸
給
の
み
が
宮
吏
の
生
計
を
支
え
る
収
入
だ
と
す
る
と
、

先
に
も
み
た
如
く
「
食
べ
て
い
け
る
だ
け
の
額
」
で
あ
る
か
ら
、
物
品
の
自

弁
・
維
持
は
困
難
で
、
生
活
に
も
余
裕
が
な
さ
す
ぎ
る
。
地
方
少
壮
の
多
く

は
、
自
己
の
所
有
耕
地
か
ら
の
収
入
も
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、

こ
う
し
た
俸
給
の
額
に
な
っ
て
い
た
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
と
に
少
吏

の
場
合
は
大
半
が
出
身
郡
県
官
府
へ
の
勤
務
で
あ
り
、
所
有
耕
地
か
ら
の
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

入
も
生
活
の
糧
と
し
て
期
待
で
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
俸
給

に
は
人
手
を
官
に
取
ら
れ
る
こ
と
へ
の
補
填
の
意
味
（
実
際
に
は
俸
給
を
用

い
て
農
繁
期
に
傭
耕
者
を
雇
用
す
る
な
ど
）
に
加
え
、
官
吏
と
し
て
必
要
な

物
品
を
自
弁
・
維
持
す
る
た
め
の
補
助
等
の
意
味
合
い
を
も
考
慮
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
俸
給
が
生
計
の
主
た
る
柱
で
あ
り
、
そ
の
額
が
生
活
水
準
に
直

結
す
る
と
み
る
の
は
、
現
代
的
な
見
方
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2

官
吏
た
る
に
要
す
る
費
用

　
以
上
の
よ
う
に
、
少
吏
に
財
産
資
格
の
要
件
で
も
あ
る
耕
地
所
有
者
が
多

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
以
上
、
俸
給
額
の
み
か
ら
彼
ら
が
貧
困
で
あ
っ
た
と
は

言
い
難
い
。
多
く
の
少
吏
ら
は
、
一
旦
は
財
産
資
格
を
満
た
し
て
地
方
少
吏

と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も
出
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
し
か
も
俸
給
や
耕
地
収

入
等
で
は
負
担
し
切
れ
ず
民
か
ら
収
奪
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
一
度
官
吏
と
な
れ
ば
、
財
産
資
格
の
維
持
、
す
な
わ
ち
物
品
の
購
入
・
維

持
費
用
が
必
要
と
な
る
。
先
に
み
た
如
く
、
馬
や
車
馬
は
所
有
出
来
る
者
が

限
ら
れ
る
た
め
、
身
分
標
識
と
し
て
有
効
で
あ
る
反
面
、
そ
の
購
入
費
や
、

飼
育
・
維
持
費
用
は
安
価
と
は
言
い
難
い
。
『
塩
煎
論
』
散
不
足
篇
に
は
誇

張
気
味
だ
が
、

　
　
夫
れ
一
馬
櫨
に
伏
さ
ば
、
中
家
六
口
之
食
に
当
り
、
東
男
一
人
之
事
を

　
　
亡
う
。

と
、
そ
の
飼
育
費
用
や
手
間
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
質
屋
漢
簡
で
は
官
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
私
馬
に
対
し
て
飼
料
の
支
給
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
辺
境
駐
屯
地
の
こ
と

で
、
内
地
に
当
て
は
ま
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
他
、
衣
冠
を
は
じ
め
と

す
る
必
需
品
の
費
用
な
ど
、
そ
れ
な
り
の
出
費
を
常
に
強
い
ら
れ
た
、
と
み
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る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
前
掲
『
塩
鉄
論
駈
で
、
郡
国
か
ら
三
輔
へ
行

く
宮
吏
が
、
五
号
が
高
く
て
不
足
を
生
じ
た
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
だ
と
す

る
と
公
務
関
連
で
官
か
ら
の
支
給
で
不
足
す
る
部
分
が
あ
っ
た
場
合
、
自
弁

で
の
対
処
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
後
漢
の
崔
塞
『
政
論
』
で
は
、

長
吏
の
例
な
が
ら

　
　
長
吏
約
を
崇
ば
ん
と
欲
す
る
と
錐
も
、
猶
当
に
従
者
一
人
を
有
す
べ
し
。

　
　
も
　
　
し

　
　
仮
令
奴
無
く
ば
当
に
復
た
客
を
取
る
べ
し
。
客
庸
｝
月
に
千
、
要
・
膏

　
　
肉
五
百
、
薪
炭
・
塩
菜
又
五
百
、
二
人
に
し
て
粟
六
解
を
食
す
。

と
、
自
費
で
従
者
を
雇
用
す
る
話
な
ど
も
み
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し

も
財
産
資
格
の
構
成
要
件
や
、
職
務
上
の
必
需
品
と
は
い
え
な
い
出
費
に
つ

い
て
も
、
事
実
上
の
「
自
弁
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
負
担
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
以
上
の
如
く
、
財
産
資
格
の
維
持
だ
け
で
相
当
の
出
費
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
と
思
わ
れ
、
車
馬
な
ど
を
新
調
す
る
事
態
に
で
も
な
れ
ば
、
か
な
り
の
負

担
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
旦
は
資
格
を
満
た
し
な
が
ら
そ
の
維
持
が
困
難

に
な
り
、
官
吏
の
地
位
を
失
わ
ぬ
た
め
民
か
ら
の
収
奪
に
走
る
者
が
出
た
と

い
う
の
は
有
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
耕
地
な
ど
の

収
入
や
俸
給
で
対
応
出
来
た
者
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

別
に
さ
ら
な
る
出
費
を
要
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
官
吏
同
士
の
付
き
合
い
に
要
す
る
、
交
際
費

と
い
う
べ
き
出
費
で
あ
る
。
こ
の
種
の
費
用
は
、
想
像
以
上
に
多
額
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
地
方
視
察
の
中
央
官
僚
が
来
る
と
そ
の
官
庁
の

官
吏
が
金
銭
を
出
し
合
っ
て
接
待
し
て
い
た
こ
と
が
、
蔓
延
懇
願
「
労
社
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

記
号
界
申
費
」
か
ら
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
辺
境
慰
労
の
使
者
が
来
た
際
に
、

辺
境
駐
屯
部
隊
の
官
吏
二
七
人
が
～
人
当
た
り
五
五
銭
の
宴
会
費
を
出
し
合

っ
た
記
録
で
、
内
地
で
も
同
様
の
光
景
が
見
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

先
に
地
方
富
吏
ら
が
形
成
し
た
社
会
を
考
察
し
た
際
、
遠
距
離
の
公
務
出
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

時
に
授
受
し
て
い
た
饅
別
の
習
慣
に
注
目
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
葬
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
時
に
出
す
「
三
里
」
や
、
後
漢
後
期
に
流
行
し
た
石
碑
建
立
に
伴
う
身
金

な
ゆ
い
ず
れ
も
警
銭
単
位
で
多
く
地
方
少
吏
層
も
支
出
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
接
待
費
や
冠
婚
葬
祭
等
は
、
多
く
の
場
合
で
～

件
数
十
銭
か
ら
二
、
三
〇
〇
銭
程
度
で
あ
る
が
、
年
間
の
累
計
金
額
は
、
一

〇
件
程
度
で
も
千
銭
は
容
易
に
越
え
、
と
き
に
数
千
銭
に
至
る
こ
と
も
あ
ろ

う
。
居
延
漢
簡
に
み
ら
れ
る
地
方
少
吏
の
六
〇
〇
～
一
一
一
〇
〇
銭
程
度
の
月

俸
か
ら
す
れ
ば
相
当
な
金
額
で
あ
り
、
保
有
耕
地
か
ら
の
収
穫
な
ど
が
あ
っ

た
と
考
え
て
も
、
決
し
て
小
さ
な
金
額
で
は
な
い
。
当
時
、
こ
れ
ら
の
出
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
拒
む
こ
と
は
非
常
に
難
し
く
、
む
し
ろ
こ
の
出
費
を
維
持
・
拡
大
せ
ね
ば

交
友
関
係
や
社
会
的
な
勢
威
も
維
持
・
拡
大
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

多
く
の
地
元
有
力
者
層
が
地
方
官
庁
に
宮
参
と
し
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
前
漢
後
半
期
と
も
な
れ
ば
、
交
友
関
係
の
放
棄
は
官
庁
内
で
の
立
場
を

108 （272）



漢代官吏任用における財産資格の再検討（高村）

悪
化
さ
せ
、
官
吏
と
し
て
の
昇
任
を
難
し
く
す
る
ば
か
り
か
、
生
活
の
基
盤

で
あ
る
地
域
社
会
で
の
立
場
を
狭
く
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
ず
、
多

く
の
者
は
こ
れ
ら
の
出
費
を
や
む
を
得
ぬ
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
官
吏
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
必
要
物
品
の
購
入
維
持

に
か
か
る
出
費
に
加
え
、
交
際
費
と
も
い
う
べ
き
出
費
、
こ
の
二
つ
の
「
必

要
経
費
」
を
支
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
こ
の
官
吏
身
分

に
要
す
る
費
用
の
負
担
は
、
こ
と
に
数
万
銭
程
度
の
「
中
家
」
下
層
の
少
吏

に
は
厳
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
不
足
が
あ
れ
ば
、
宮
吏
を
続
け
る
限
り

そ
の
分
は
民
か
ら
不
当
収
蓉
し
て
で
も
補
填
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
推

測
さ
れ
る
。
前
掲
の
『
後
漢
書
眠
左
雄
列
伝
は
、
そ
の
状
況
を
よ
く
伝
え
て

い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
地
方
少
々
の
猛
将
は
単
な
る
薄
給
・
貧
困
が
原
因

で
は
な
く
、
官
吏
た
る
地
位
に
要
す
る
費
用
の
補
填
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と

み
た
方
が
、
よ
り
実
態
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。

3
　
財
産
資
格
と
そ
の
影
響

　
ま
た
、
財
産
資
格
の
存
在
は
、
郡
県
少
吏
の
階
層
分
化
に
も
一
定
の
影
響

を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
前
漢
後
期
に
は
豪
族
層
の
成
長
が
は
じ
ま
り
、
漢
帝
国
は
酷
吏
に
豪
族

を
弾
圧
さ
せ
る
一
方
、
地
方
統
治
に
協
力
姿
勢
を
み
せ
た
豪
族
は
地
方
少
吏

に
取
り
込
ん
で
い
く
。
例
え
ば
前
漢
末
の
『
歩
湾
漢
墓
簡
腰
』
木
績
七
・
八

「
贈
銭
名
籍
」
で
は
、
被
葬
者
の
東
海
郡
功
曹
の
師
饒
に
金
銭
を
贈
っ
た
数

十
人
の
名
前
の
中
に
、
陳
氏
（
九
人
）
、
王
氏
（
八
人
）
、
朱
氏
（
八
人
）
な

ど
同
姓
で
、
字
な
ど
か
ら
一
族
と
思
わ
れ
る
人
々
が
見
出
せ
、
彼
ら
は
師
饒

の
～
族
と
同
様
地
元
有
力
者
一
族
で
、
か
つ
地
方
少
吏
と
し
て
も
師
饒
と
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

係
の
あ
っ
た
人
々
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
郡
県
少
吏
層
に
地
元
有
力
者

層
が
入
り
込
ん
で
い
る
状
況
が
確
認
で
き
る
。
東
晋
次
氏
に
よ
れ
ば
、
前
漢

末
か
ら
後
漢
書
期
に
か
け
て
こ
れ
ら
地
下
有
力
者
に
序
列
が
生
じ
始
め
、
後

漢
後
期
に
な
る
と
、
階
層
分
化
が
一
層
進
み
、
儒
学
を
修
め
た
者
を
多
数
擁

し
て
中
央
官
僚
や
郡
の
主
要
少
吏
を
遊
出
す
る
へ
族
と
、
中
央
や
郡
の
官
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
出
せ
ず
県
レ
ベ
ル
の
少
吏
に
と
ど
ま
る
一
族
が
出
て
く
る
と
い
う
。

　
財
産
資
格
は
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
す
な
わ
ち
、
「
中
家
」
層
以
上
で
あ
れ
ば
大
体
官
吏
任
用
資
格
は
得
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
任
官
後
も
継
続
し
て
勤
務
し
昇
進
出
来
る
か
否
か
は
、

本
人
の
能
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
財
産
の
多
寡
に
も
影
響
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
前
掲
の
、
必
要
物
品
の
自
弁
と
維
持
・
学
問
の
修
得
・
交
友
関
係
の

維
持
拡
大
、
い
ず
れ
も
財
塵
が
多
い
方
が
有
利
で
あ
る
こ
と
は
言
を
倹
た
な

い
。
学
問
修
得
に
つ
い
て
は
、
後
漢
後
期
の
例
だ
が
、

　
　
度
尚
、
字
は
博
平
、
山
陽
湖
陸
の
人
也
。
家
貧
し
く
し
て
学
行
を
修
め

　
　
ず
、
郷
里
の
推
挙
す
る
所
と
為
ら
ず
。
困
窮
を
積
ね
、
乃
ち
窟
者
の
同

109 （273）



　
　
郡
の
侯
覧
の
為
に
田
を
視
る
。
郡
の
上
計
吏
と
為
る
こ
と
を
得
て
、
郎

　
　
申
を
拝
し
、
上
州
長
に
解
せ
ら
る
。
　
　
　
（
『
後
漢
書
』
度
尚
列
伝
）

と
あ
り
、
財
産
が
な
く
学
問
を
修
得
で
き
な
い
た
め
推
挙
さ
れ
ず
、
困
窮
の

末
に
同
郷
の
富
官
・
侯
覧
の
耕
地
の
見
張
り
番
を
し
て
、
よ
う
や
く
郡
の
上

計
吏
と
な
っ
て
官
途
に
つ
け
た
。
ま
た
、
交
友
関
係
に
つ
い
て
は
、
秦
末
の

陳
平
・
下
篇
の
例
が
あ
る
。

　
　
（
陳
）
平
既
に
張
氏
の
女
を
肥
り
、
齎
用
益
ま
す
饒
か
、
游
道
日
に
広

　
　
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
噸
史
記
睡
陳
丞
相
世
家
）

　
　
張
是
是
の
時
身
を
游
よ
り
脱
し
、
女
家
厚
く
張
耳
に
奉
給
し
、
張
耳
故

　
　
を
以
て
千
里
の
客
を
致
す
。
乃
ち
魏
に
富
え
て
外
心
令
と
為
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欄
史
記
臨
張
耳
陳
余
列
伝
）

い
ず
れ
も
富
人
の
娘
と
の
結
婚
を
機
に
、
妻
の
家
の
財
産
を
利
用
し
て
交
友

関
係
を
拡
大
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は

前
漢
後
期
や
後
漢
代
で
も
大
差
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
少
吏
と
し
て
昇
進
し
て
い
く
前
に
、
財
産
を
減
ら

し
て
し
ま
い
欠
格
と
な
っ
て
罷
免
さ
れ
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
で
、
財
産
資
格
の
存
在
は
、
前
漢
後
半
か
ら
後
漢
に
か
け
て
、
資
格

を
満
た
し
、
学
問
修
得
や
交
友
関
係
拡
大
の
た
め
の
出
費
に
も
耐
え
得
、
少

吏
上
層
に
浮
上
し
習
弊
官
僚
ま
で
進
め
る
階
層
と
、
財
産
資
格
だ
け
は
満
た

せ
る
が
、
学
問
の
習
得
や
交
友
関
係
の
拡
大
を
行
う
こ
と
は
難
し
く
、
僅
か

な
契
機
で
財
産
資
格
欠
格
と
な
り
か
ね
な
い
者
も
含
む
、
下
級
少
吏
か
ら
上

昇
し
難
い
階
層
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
～
定
の
影
響
を
与
え
た

と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
は
、
前
漢
後
期
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
最
下
級
官
職
軽
視

の
風
潮
に
も
、
財
産
資
格
の
影
響
は
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
財
産
的
余
裕

が
あ
り
、
少
吏
上
層
か
ら
中
央
官
僚
を
う
か
が
え
る
階
層
の
者
に
と
っ
て
は

最
初
の
通
過
点
に
過
ぎ
ぬ
最
下
級
官
職
に
は
、
わ
ず
か
な
契
機
で
財
産
資
格

欠
格
と
な
り
か
ね
な
い
階
層
が
就
任
・
滞
留
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
特
に
前
漢
後
期
か
ら
形
成
さ
れ
た
諸
曹
豫
史
制
度
に
お
け
る
重

要
富
職
（
聖
職
）
で
、
察
挙
の
対
象
に
も
な
り
や
す
い
功
曹
や
督
郵
な
ど
の

多
く
に
、
地
元
有
力
　
族
が
就
任
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
良
く
知
ら

　
　
　
⑯

れ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
こ
う
し
た
傾
向
は
財
産
的
に
「
中
家
」
下
層
に
位

置
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
右
職
へ
の
昇
進
の
機
会
自
体
が
減
少
す
る
こ
と

に
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
昇
任
の
機
会
が
徐
々
に
減
っ
て
い
く
に
も
関
わ

ら
ず
、
自
弁
物
品
を
維
持
す
る
た
め
の
出
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
財
産
を
減

ら
し
て
欠
格
と
な
る
者
も
い
る
～
方
、
長
吏
や
右
職
に
使
役
さ
れ
る
下
級
少

吏
が
忌
避
さ
れ
る
傾
向
が
出
て
く
る
と
、
下
級
警
吏
任
官
希
望
者
が
少
な
く

な
り
、
充
足
の
た
め
に
財
産
資
格
か
ら
い
え
ば
す
ぐ
に
も
欠
格
に
な
り
か
ね

な
い
財
産
状
況
の
者
も
就
任
し
た
り
、
さ
ら
に
は
一
種
の
素
志
化
が
始
ま
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
下
級
少
吏
の
地
位
の
低
下
や
就
任
忌
避
が
進
む
、
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と
い
う
循
環
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
状

況
下
に
お
か
れ
た
下
級
少
吏
ら
は
、
欠
格
・
罷
免
を
避
け
る
た
め
に
も
不
当

収
奪
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
地
方
下
級
少
吏
は
『
後
漢

書
』
逸
民
列
伝
の
逢
萌
伝
に
、

　
　
家
貧
に
し
て
県
に
給
事
し
亭
長
と
為
る
。
時
に
尉
行
き
て
亭
を
過
ぎ
り
、

　
　
萌
候
迎
拝
謁
す
、
既
に
し
て
楯
を
郷
ち
歎
じ
て
曰
く
、
「
大
丈
夫
安
ん

　
　
ぞ
能
く
人
の
役
を
為
さ
ん
起
し
と
、
遂
に
去
り
て
長
安
に
速
き
て
学
び
、

　
　
春
秋
経
に
通
ず
。

と
あ
る
如
く
、
前
漢
末
に
は
単
に
他
人
に
願
使
さ
れ
る
だ
け
の
役
職
と
し
て

忌
避
さ
れ
る
傾
向
が
一
段
と
強
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
風

潮
を
生
ん
だ
背
景
に
は
、
地
元
有
力
者
の
階
層
化
に
影
響
を
与
え
た
財
産
資

格
が
関
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
推
測
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。　

先
に
み
た
よ
う
に
、
宣
帝
期
に
紅
筆
の
薄
給
が
原
因
で
の
不
当
収
奪
に
対

し
て
、
俸
給
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
で
対
応
す
る
詔
を
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
こ
の
時
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
薄
給
が
問
題
視
さ
れ
て
出
さ
れ
た
と
は
思

わ
れ
な
い
。
ま
た
物
価
の
変
動
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
の
も
無
理
が
あ
る
。

前
述
の
如
く
、
武
運
期
後
期
以
降
か
ら
諸
曹
墨
譜
の
形
成
が
あ
り
、
宣
帝
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
は
地
方
有
力
層
の
官
府
へ
の
取
り
込
み
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
宣
帝
期
か
ら
、

地
方
有
力
層
の
階
層
分
化
な
ど
の
現
象
が
生
じ
始
め
た
と
す
る
と
、
財
産
資

格
の
よ
う
な
制
度
的
背
景
も
あ
っ
て
、
地
方
少
吏
の
階
層
分
化
や
、
下
級
少

吏
の
不
当
収
奪
激
化
、
さ
ら
に
は
下
級
少
吏
に
対
す
る
忌
避
・
軽
視
の
風
潮

な
ど
の
現
象
が
こ
の
時
期
看
過
し
得
な
く
な
り
、
対
策
と
し
て
俸
給
増
加
が

実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
財
産
資
格
は
任
用
資
格
と
し
て
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、
地
方
少
吏

に
よ
る
不
当
収
奪
の
要
因
と
も
な
り
、
ま
た
地
方
少
吏
層
の
分
化
に
も
一
定

の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
、
漢
代
地
域
社
会
や
地
方
行
政
を
考
察
す

る
上
で
看
過
し
得
な
い
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
①
　
例
え
ば
、
池
田
雄
一
「
漢
代
の
地
方
少
吏
」
（
『
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行

　
　
政
幅
地
方
行
政
編
第
六
章
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
一
年
）
で
は
そ
の
よ
う
な
見
解

　
　
を
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
②
少
吏
の
不
当
収
奪
は
、
様
々
な
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
前
掲

　
　
池
田
氏
論
考
の
他
、
渡
辺
信
一
郎
「
『
心
経
隔
の
国
家
論
－
秦
漢
時
代
の
国
家

　
　
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
漏
（
欄
中
国
古
代
国
家
の
思
想
構
造
一
専
制
国
家
と
イ
デ

　
　
オ
ロ
ギ
ー
隔
第
二
部
第
五
章
、
校
倉
嘗
房
、
一
九
九
四
年
）
、
同
「
戸
調
制
の
成

　
　
立
一
賦
轍
か
ら
戸
調
へ
一
眠
（
鯛
東
洋
史
研
究
』
六
〇
1
三
、
二
〇
〇
一
年
）

　
　
を
参
照
し
た
。

　
③
佐
原
康
炎
「
日
延
漢
簡
月
俸
考
」
（
本
稿
第
一
節
註
⑭
同
氏
著
書
第
四
部
第
｝

　
　
章
）
。

　
④
居
端
黒
簡
中
の
食
品
緬
格
に
つ
い
て
は
、
劉
増
嵩
「
居
延
漢
簡
所
見
漢
代
辺
境

　
　
飲
食
生
活
」
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
醤
研
究
所
『
古
今
論
衡
』
、
一
九
九
九
年
）
参

　
　
照
。
他
の
物
価
は
、
一
九
三
〇
年
代
出
土
居
延
漢
簡
の
み
だ
が
朱
楠
門
漢
簡
中
之

　
　
河
西
物
価
資
料
」
（
『
簡
贋
学
報
轍
第
五
期
、
｝
九
七
七
年
）
が
あ
る
。
角
谷
常
子

　
　
門
居
延
宝
簡
に
み
え
る
貰
売
関
係
簡
に
つ
い
て
の
～
考
察
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
五
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ニ
ー
四
、
一
九
九
四
年
）
の
付
表
は
、
一
九
七
〇
年
代
出
土
居
延
漢
簡
を
含
め
た

　
物
価
の
抱
握
に
役
立
つ
。

⑤
実
際
の
収
穫
と
は
一
致
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
観
念
的
に
は
こ
の
よ
う
に
考
え

　
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
の
収
穫
・
収
入
に
つ
い
て
、
黄
今
雷
「
漢
代

　
自
耕
農
経
済
的
初
歩
探
析
扁
（
本
稿
第
一
節
註
⑤
同
氏
著
書
所
収
）
で
は
穀
物
の

　
収
穫
を
七
二
〇
〇
銭
と
仮
定
す
る
。
林
甘
泉
氏
は
二
〇
〇
石
の
収
穫
と
す
る
。

　
「
『
養
生
』
与
『
送
死
』
”
漢
代
家
庭
的
生
活
消
費
」
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

　
究
所
会
議
論
文
集
二
四
『
中
国
考
古
学
与
歴
史
学
之
整
合
研
究
』
、
～
九
九
七

　
年
）
参
照
。

⑥
傭
耕
の
事
例
は
秦
宋
の
陳
勝
の
例
な
ど
、
文
献
史
料
に
も
み
ら
れ
る
。
雇
用
労

　
働
者
賃
金
に
つ
い
て
、
山
田
勝
芳
氏
は
一
般
的
に
月
六
〇
〇
銭
程
度
と
さ
れ
る
。

　
「
徳
役
・
兵
役
」
（
本
稿
第
一
節
註
④
同
氏
㈲
著
書
第
四
章
）
。
他
に
雇
用
労
働
は

　
本
稿
第
一
節
註
②
好
並
論
考
の
他
、
労
韓
「
漢
代
的
雇
傭
制
度
」
（
糊
転
瞬
学
術
論

　
文
集
甲
編
』
上
冊
、
芸
文
印
書
館
、
～
九
七
六
年
）
、
高
敏
門
試
論
漢
代
的
促
傭

　
労
動
者
扁
（
馴
秦
漢
和
論
稿
葱
第
六
章
、
五
南
図
書
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
、
謝
桂

　
華
「
豊
国
和
漢
代
的
取
庸
代
戌
制
度
」
（
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
秦
漢
簡

　
績
苧
文
集
撫
甘
粛
人
民
娼
版
社
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
。

⑦
翻
身
地
を
離
れ
る
長
吏
の
場
合
は
、
晴
雨
に
比
し
て
俸
給
の
比
重
が
重
く
な
つ

　
た
可
能
姓
は
あ
る
。
噸
続
漢
轡
』
百
官
志
の
百
官
受
奉
例
で
は
秩
一
百
石
（
有

　
秩
）
月
十
六
解
に
対
し
秩
二
百
石
月
三
十
解
で
、
ほ
ぼ
二
倍
、
居
延
漢
簡
の
俸
銭

　
は
秩
一
百
石
が
月
｝
二
〇
〇
銭
に
対
し
秩
二
百
石
が
月
二
〇
〇
〇
銭
と
、
や
は
り

　
ほ
ぼ
二
倍
で
あ
る
。
秩
百
石
も
無
職
（
十
一
解
）
・
蘇
蜜
（
八
鱗
）
と
比
べ
一
・

　
五
～
二
倍
で
あ
る
が
、
絶
対
的
な
俸
給
額
は
格
段
に
大
き
な
差
が
つ
く
。
こ
う
し

　
た
大
き
な
差
は
、
少
吏
と
長
吏
の
違
い
に
加
え
、
出
身
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ

　
る
負
担
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

⑧
本
稿
第
二
節
註
⑤
森
論
文
参
照
。

⑨
　
幽
労
辺
使
者
無
界
二
極

梁
米
八
斗

即
米
三
石

羊
二

酒
二
石

塩
噌
各
一
斗

齊
将
蓬

直
百
六
十

直
四
百
五
十

直
五
百

磁
二
百
八
十

竈
馬

直
五
十

　
　
幽
往
来
過
難
平
直
千
四
百
七
十

　
　
働
盛
水
見
耳
癖
七
人
軍
人
五
十
五
（
E
J
T
二
・
二
一
～
○
）

　
　
写
真
・
釈
文
は
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
編
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ま
も
り
…

　
そ
の
埋
も
れ
た
記
録
』
（
一
九
九
四
年
）
に
よ
っ
た
。

⑩
拙
稿
「
漢
代
官
吏
生
活
史
の
一
断
面
1
一
饒
溺
か
ら
み
た
一
」
（
『
東
方
学
』

　
　
〇
一
、
二
〇
〇
　
年
）

⑪
鎌
田
重
雄
「
糊
代
購
贈
考
」
（
『
漢
代
史
研
究
睡
所
収
、
川
田
書
房
、
一
九
四
九

　
年
）

⑫
例
え
ば
「
韓
勅
碑
」
碑
陰
な
ど
が
好
例
で
あ
る
。
拓
本
写
真
・
釈
文
に
つ
い
て

　
は
、
永
田
英
正
編
『
漢
代
石
刻
集
成
隔
（
同
朋
舎
出
版
、
｝
九
九
四
年
）
。

⑬
桐
本
東
太
「
分
挟
考
」
（
欄
中
国
古
代
の
民
俗
と
文
化
臨
第
一
部
第
六
章
、
刀
水

　
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
は
中
国
古
代
社
会
で
は
贈
与
慣
行
が
極
め
て
強
固
に
根
付

　
い
て
い
た
と
す
る
。
本
稿
第
一
竃
屋
⑭
佐
原
氏
論
考
で
は
互
酬
的
交
換
の
論
理
に

　
つ
い
て
、
前
掲
註
②
渡
辺
門
戸
調
制
の
成
立
扁
で
は
瓶
代
社
会
の
醒
金
慣
行
の
存

　
在
に
つ
い
て
触
れ
る
。

⑭
拙
稿
「
前
漢
宋
属
吏
の
出
張
と
交
際
費
に
つ
い
て
ー
ヂ
湾
漢
墓
標
腰
隅
元
延

　
二
年
日
記
邑
と
木
履
七
・
八
か
ら
一
」
（
明
中
国
出
土
資
料
研
究
島
三
、
一
九
九

　
九
年
）
、
本
稿
第
一
夏
服
⑪
山
田
論
文
参
照
。

⑮
東
晋
次
讐
豪
族
社
会
の
構
造
と
選
挙
戦
（
本
稿
第
一
節
註
⑨
同
氏
著
書
第
五
章

　
第
三
節
）
で
指
摘
さ
れ
る
。

⑯
増
淵
龍
夫
「
所
謂
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
体
」
（
『
新
版
中
国
古
代
の
社
会

112 （276）



漢代宮吏任用における財産資格の再検討（高村）

　
と
国
家
輪
序
論
四
、
岩
波
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
。
な
お
増
淵
氏
の
あ
げ
ら
れ

　
た
例
は
、
後
漢
後
期
の
も
の
が
多
い
。
罷
二
二
「
豪
族
与
郷
里
地
方
社
会
」
（
『
漢

　
代
豪
族
研
究
睡
第
六
章
、
崇
文
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）
は
、
後
漢
前
期
の
例
（
実

　
質
的
に
は
前
漢
末
ま
で
遡
る
）
も
集
め
て
検
討
し
、
豪
族
が
功
曹
の
職
を
独
古
し

　
て
い
た
状
況
を
述
べ
る
。
仲
山
茂
「
両
漢
功
曹
考
」
（
『
名
古
膣
大
学
東
洋
史
研
究

　
報
告
臨
二
七
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
と
、
功
曹
の
人
事
権
や
長
窟
と
の
関
係
は
、

　
時
期
に
よ
り
異
な
る
と
指
摘
す
る
。

⑰
重
近
啓
樹
「
秦
漢
帝
国
と
豪
族
」
（
『
秦
漢
税
役
体
系
の
研
究
睡
附
論
二
、
多
古

　
書
院
、
一
九
九
九
年
目
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
財
産
資
格
の
内
容
と
そ
の
意

義
、
財
産
資
格
の
存
在
が
地
方
遊
漁
層
に
与
え
た
影
響
な
ど
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
。
細
節
末
尾
で
要
点
を
ま
と
め
た
た
め
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
繰
り
返

さ
な
い
が
、
第
二
節
の
末
尾
で
、
必
要
物
品
を
自
弁
し
て
も
官
吏
に
な
ろ
う

と
し
た
、
漢
代
の
人
々
の
価
値
観
を
考
え
る
必
要
に
触
れ
た
。
現
在
こ
れ
に

つ
い
て
明
確
な
答
え
を
用
意
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
の
、
本
稿
を
終
わ

る
に
あ
た
り
、
粗
雑
な
が
ら
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
漢
代
の
人
々
が
官
吏
と
な
る
こ
と
に
見
出
し
て
い
た
価
値
と
は
何
か
。
無

論
、
官
吏
の
権
限
を
利
用
し
て
の
不
当
収
奪
や
蓄
財
な
ど
を
行
っ
た
者
の
例

は
史
書
中
に
よ
く
み
ら
れ
、
ま
た
、
地
元
有
力
層
が
官
府
に
入
り
込
め
ば
、

彼
ら
の
利
害
に
基
づ
い
て
動
く
少
吏
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
は
本
質
的
に
は
副
次
的
な
、
後
か
ら
付
加
さ
れ
た
価
値
で
は
な
い
か
。
た

と
え
蓄
財
に
価
値
を
認
め
た
に
せ
よ
、
官
吏
と
な
り
な
が
ら
財
産
資
格
欠
格

と
な
っ
て
罷
免
さ
れ
る
者
す
ら
珍
し
く
な
か
っ
た
こ
と
、
先
行
研
究
に
お
い

て
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
、
本
稿
で
も
触
れ
た
通
り
で
あ
り
、
富
吏
に
な
り
さ

え
ず
れ
ば
蓄
財
に
有
利
だ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
負
担
も
大

き
く
財
産
を
失
う
可
能
性
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
な
り
の
負
担
を

引
き
受
け
て
で
も
官
吏
と
な
る
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
て
い
た
と
す
る
と
、

少
吏
と
は
い
え
】
般
庶
民
よ
り
も
、
よ
り
深
く
政
治
に
参
加
で
き
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
身
分
的
観
念
が
影
響
し
た
可
能
性
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
漢
代
の
官
吏
が
官
秩
等
に
よ
り
、
理
念
的
な
周
の
制
度
で
あ
る
公
・
卿
・

大
夫
・
士
の
序
列
に
擬
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
先
行
研
究
の
指
摘
す
る

　
　
　
　
　
①

と
こ
ろ
で
あ
る
。
漢
代
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
身
近
で
、
ま
た
任
用
さ
れ
た

際
に
ほ
と
ん
ど
の
者
が
ま
ず
任
ぜ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
少
吏
、
こ
れ
は
士
と
い

う
よ
り
庶
人
の
範
曙
に
含
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
功
次
や
察
挙
に
よ
り
、

秩
二
百
石
以
上
の
長
吏
、
つ
ま
り
「
士
」
以
上
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
階
梯
の

第
一
段
で
は
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
周
制
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
秦

か
ら
官
一
庶
一
石
の
身
分
が
始
ま
り
、
庶
民
と
泊
掛
と
の
間
は
厳
格
な
も
の

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
一
方
、
商
人
の
如
く
、
庶
民
中
で
も
直
宮
や
車
馬
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

衣
服
・
武
器
所
有
面
で
様
々
な
制
限
を
受
け
た
層
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
身
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分
観
念
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
庶
民
の
有
資
格
者
は
、
そ
れ
が
藩
吏
で
庶
民

の
在
官
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
様
々
な
制
限
を
受
け
る
層
の
出
自
で
は
な

い
こ
と
が
明
示
出
来
、
か
つ
よ
り
深
く
政
治
に
参
加
で
き
る
官
吏
身
分
と
い

う
も
の
に
価
値
を
認
め
、
必
要
な
物
品
を
自
弁
し
て
宮
吏
と
な
ろ
う
と
し
た

と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
身
分
観
念
の
存
在
を
考
慮
す
る
と
、
官
吏

の
財
産
資
格
・
必
要
物
品
の
自
弁
の
背
量
に
は
、
＝
般
庶
民
よ
り
身
分
が

高
い
薩
政
治
に
参
加
出
来
る
」
こ
と
と
引
き
換
え
の
、
当
然
の
負
担
と
す
る

意
識
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
当
然
の
負
担
の
中
に
、
高
価
な
私

有
馬
や
車
馬
を
自
弁
し
て
戦
時
・
平
時
と
も
に
役
立
て
る
こ
と
も
入
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
戦
跨
に
は
兵
士
と
し
て
武
器
を
と
り
、
ま
た

仕
宮
し
て
官
吏
と
な
り
得
る
資
格
を
持
つ
者
が
、
社
会
を
構
成
す
る
成
員
で

　
　
　
　
③

あ
る
と
い
う
、
前
の
時
代
の
考
え
方
が
、
秦
漢
時
代
に
も
な
お
根
強
く
残
っ

て
お
り
、
こ
う
し
た
意
識
の
形
成
に
　
役
買
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
は
な
い
か
。

　
官
吏
た
る
資
格
と
し
て
他
に
飛
宇
の
問
題
な
ど
、
本
稿
で
は
触
れ
得
な
か

っ
た
問
題
は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
が
、
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。
推
測

に
頼
っ
た
箇
所
も
多
く
、
大
方
の
ご
批
正
を
乞
う
。

①
　
周
制
と
漢
代
官
僚
の
身
分
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
福
井
重
雅
「
賢
良
・
方
正
に

　
よ
る
察
挙
の
性
格
扁
（
本
稿
第
三
節
註
①
福
共
氏
著
書
第
四
章
第
一
節
）
や
、
本

　
稿
第
三
鮪
註
②
渡
辺
（
　
九
九
四
）
論
考
、
「
前
漢
朱
～
後
漢
に
お
け
る
地
方
官

　
制
と
隅
周
礼
臨
」
（
『
東
洋
文
化
』
八
一
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
阿
部
幸
信
氏
の
一

　
連
の
論
考
が
考
察
を
追
え
て
い
る
。

②
堀
敏
一
「
秦
漢
の
身
分
制
と
し
て
の
庶
曇
霞
」
（
本
稿
第
二
翁
面
②
堀
氏
著
書

　
第
｝
篇
第
二
章
三
）
参
照
。

③
本
節
註
②
堀
論
考
及
び
同
「
二
代
の
七
科
謹
身
分
と
そ
の
起
源
－
商
人
身
分
そ

　
の
他
1
」
（
本
稿
第
二
節
候
②
堀
氏
著
沓
第
こ
篇
第
四
章
）
参
照
。

　
※
本
稿
で
使
用
し
た
出
土
資
料
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
逓
り
。

三
〇
年
代
居
延
二
二
…
労
棘
『
重
三
漢
簡
　
図
版
之
部
㎞
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

　
　
研
究
所
專
刊
之
二
十
一
、
一
九
五
七
年
）
、
謝
桂
華
・
李
目
明
・
露
国
畑
『
居

　
　
延
二
二
釈
文
合
校
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）

七
〇
年
代
居
延
漢
簡
…
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
・
甘
粛
省
博
物
館
・
文
化
部
古
文

　
　
献
研
究
室
・
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編
『
居
三
新
簡
　
甲
三
田
官
与
第

　
　
四
随
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
）

勢
湾
漢
墓
簡
腰
…
連
雲
港
市
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
主
吊
研
究
中
心
・
東
海
県

　
　
博
物
館
・
中
国
文
物
研
究
所
共
編
凹
歩
湾
漢
墓
簡
腰
隔
（
中
華
書
局
、
一
九
九

　
　
七
年
）

張
家
山
虚
辞
…
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
（
二
四

　
　
七
号
墓
）
隔
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
　
年
）

【
付
記
】
　
広
・
稿
一
は
平
－
成
十
六
年
度
科
学
研
咽
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
一
員
奨
励
費
）
　
に

よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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O’Connor　and　Li　Hongzhang，　with　the　intent　of　promoting　favorable　terms　in　the

negotiations．　The　Convention　Reiating　to　Buma　and　Tibet，　1886，　was　on　the　sur－

face　an　exchange　of　empty　words　（tSbute　missions）　for　actual　interests　（the

amexation　of　Burma），　but　at　the　same　tirne　in　regard　to　the　major　problems　of　de一

㎞t血9　the　border　and　reguiat血9　commerce　it　was　actuaily　a　compromise止at

maintained　the　existing　state　of　affairs　on　the　Yunnan－Burma　frontier．　When　Great

Britain　annexed　Buma，　the　most　important　problem　that　China　faced　was　the　tur－

moil　in　the　southwestern　frontier　region，　which　had　been　created　by　the　develop－

ment　of　fi’ontier　trade，　rather　than　the　future　of　Burma．　Howevey，　the　Qing　gov－

eynment　was　barely　able　to　exercise　control　over　the　region．　So，　in　order　to　1〈eep

the　e】蛙sdng　order　in　the　region，　Li　Hongzhang　used　various　tactics，鉦st　supPort－

ing　Macartney’s　plan，　appealing　for　the　cession　of　Bahno　and　then　watchng　to　see

what　move　Great　Britain　would　make．　Later，　he　demanded　a　continuatioR　of　hi－

bute　missions　in　exchange　foy　Bahmo．　By　so　doing，　Chna　secured　both　the　empty

words　ww　tribute　missions　ww　and　the　actual　profit－maiRtenance　of　the　ex－

isting　order　in　the　southwestern　frontier　region．

　　A　Reexamination　of　Asset　Qualifications

for　the　Employment　of　Han　Dynasty　Othcials

by

TAI〈AMuRA　Takeyulci

　　This　study　combines　a　reassessfr｝ent　of　the　content　and　significance　of　asset

qualifications　in　the　employment　of　Han　？一“R’　dynasty　othcials　with　a　cornprehensive

examination　of　the　influence　they　exerted　on　the　lowey　stratum　of　｝ocal　oficials　of

the　period．　Han　dynasty　othcials　were　required　to　own　commodities　required　in

their　duties，　principaily　a　caniage　and　draft　horse　or　a　horse　and　saddle．　ln　cases

where　assets　possessed　did　not　ftilfil｝　the　asset　quallficatioR，　appointments　to　othce

was　not　admitted　or　othcials　were　dismissed．　After　the　promulgation　of　the　Xiao－

liαn孝廉（Fi且al　and　Inco㎜p£）appointment　system（134　BC），　academic　know－

ledge　first　appeared　as　a　qualfication　for　othcial　appointment；　however，　asset　qual－

ifications　continued　even　until　the　period　of　the　Latter　Han　dynasty．　Tingchang亭

長（Neighborhood　Head）was　an　exception　to　this　rule，　appointed　wi£hout　regard

to　assets　or　academic　knowledge．　ln　this　case，　it　was　the　breadth　of　his　circle　of
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acquaintances　that　was　the　basis　of　the　appointment．

　　Secondly，　the　author　examined　the　reason　why　a　horse　was　especially　esteemed

among　several　goods　that　comprised　the　asset　qualifications．　Previous　studies

have　understood　the　significance　of　hoyse　as　a　status　symbol　for　an　oracial．

However，　that　is　not　the　sole　explanation．　lt　was　the　duty　of　Han　dynasty　officials

to　play　a　centra1　role　as　either　a　unit　commander　or　elite　soldier血廿me　ol　war．

Therefore，　an　offcial　had　te’ 垂盾唐唐?ｓｓ　a　horse　highly　suited　to　military　use　to

accomptish　his　military　duty．

　　Thirdly，　according　to　previous　studies，　the　cause　of　unjust　extortions　by　local

petty　othcials　was　due　to　their　｝ow　salaries．　This，　however，　is　a　misunderstandmg．

The　wage　level　of　lower－level　local　ocacials　was　equal　to　the　income　of　the　average

famer　during　the　Han　dynasty．　Furtheymore，　lower－level　local　oeecials　were　even

able　to　obtain　income　from　the　fields　that　they　possessed．　ln　fact，　continiling　to

fulfi11　such　asset　qualifications　was　a　considerable　economic　burden，　and　the　reason

that　these　ohicials　conducted　unjust　extortions　was　to　continue　to　allay　the　econo－

mic　burden　of　asset　qualifications．　ln　addition，　a　person　who　maintained　the　asset

qualifications　and　was　able　to　cover　the　obligatory　disbursements　for　gift　giving

（presen＃s　on　ceremonial　occasions　and　parting　gifts，　etc．）　between　othcials　could

rise　to　higher　levels　of　petty　oihcialdom　by　expanding　his　circle　of　acquaintances．

　　On　the　other　hand，　a　person　who　was　unable　to　bear　the　economic　burden

would　remain　a　lower－level　oKcial　and　be　stighted，　and　furthermore　face　dismissal．

Accordingly，　the　existence　of　the　asset　qualificatioRs，　which　appeared　from　the　lat－

ter　half　of　the　Former　Han　onward，　was　one　of　the　causes　of　the　stratdication　of

local　petty　offcials，　aRd　it　is　thought　to　have　influenced　the　tendency　to　avoid　the

lower　levels　of　othcialdom．

　　Finaky，　the　reason　that　people　tried　to　become　othcials　even　if　it　meant　taking

on　such　an　economic　burden　during　the　Han　dynasty　was　that　it　was　thought　that

there　was　value　in　a　status　that　allowed　a　common　person　who　had　met　the　qualfi－

ca餐ons丘）r　apPo血tment　to　o衝ce　to　get　deepiy　involved　in　politics．　If　we　consider

the　contemporary　conception　of　social　sta£us，　it　appears　that　a　belief　that　the　ex－

istence　of　asset　qualifications　and　the　seif－provision　of　necessary　commodities　was

a　natural　tradeoff　for　high－status　participation　in　politics　existed　at　the　time．

（3！9）


